
議案第85号 令和７年度葛飾区一般会計補正予算（第２号） （財政課長）

議案第86号
令和７年度葛飾区国民健康保険事業特別会計補正予算
（第１号）

（財政課長）

議案第87号
令和７年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計補正予
算（第１号）

（財政課長）

議案第88号
令和７年度葛飾区介護保険事業特別会計補正予算（第
１号）

（財政課長）

議案第93号
葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

（選挙管理委員会事務局長）

議案第94号
（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工
事請負契約締結について

（契約管財課長）

議案第95号 葛飾区立宝木塚小学校建築工事請負契約締結について （契約管財課長）

議案第96号
葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化
改修工事請負契約締結について

（契約管財課長）

議案第97号
葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事請負契約締
結について

（契約管財課長）

議案第98号
全国みどりと花のフェアかつしか用フラワーメリー
ゴーランドの買入れについて

（契約管財課長）

議案第99号
葛飾区立二上小学校改築に伴う什器等の買入れについ
て

（契約管財課長）

議案第100号
柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部の指
定管理者の指定について

（観光課長）

議案第101号 柴又川甚まちなみ館什器等の買入れについて （契約管財課長）

(1) 令和７年度都区財政調整区別算定結果について （財政課長）

令和7年9月18日

総　務　委　員　会

議　　案

庶務報告

政策経営部



(1) 葛飾区公文書等管理条例の施行について （総務課長）

(2) 専決処分（訴えの提起）の報告について （総務課長）

(3) 専決処分（損害賠償額の決定）の報告について （総務課長）

(4) 専決処分（訴訟上の和解）の報告について （総務課長）

(5) 不作為の違法確認請求事件について （総務課長）

(6) 義務付け等請求事件について （総務課長）

(7) 葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求事件について（総務課長）

(8) 裁決取消請求控訴事件の判決について （総務課長）

(9) 特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決について （総務課長）

(10) 組合保留床の譲渡に関する協定等について （総合庁舎推進担当課長）

(11) 専決処分（契約変更）の報告について （契約管財課長）

(12) 工事契約について （契約管財課長）

(13)
令和６年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者
医療保険料の不納欠損について

（収納対策課長）

(14) 差押債権取立請求事件に係る訴えの取下げについて （収納対策課長）

(15) Web口座振替受付サービスについて （収納対策課長）

(16)
令和６年度都民税及び森林環境税過少払込みに係る精
算措置及びシステム事業者への対応について

（税務課長）

(17)
定額減税補足給付金（不足額給付）の給付金総額の補
正について

（税務課長）

(18)
税務業務における窓口サービス向上及び業務効率化の
取組について

（税務課長）

地域振興部

(1)
金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失
について

（戸籍住民課長）

産業観光部

(1) 亀有地域における観光バス駐車場整備の進捗について （観光課長）

選挙管理委員会事務局

(1) 投票所の移転について （選挙管理委員会事務局長）

総務部　　　　　　　　　　　　　　　



1 

 

 

 

葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関す 

る条例の一部を改正する条例 

 

選挙管理委員会事務局 

 

１ 改正理由 

公職選挙法施行令の改正を踏まえ、選挙運動用のビラ及びポスターの作成に係る

公費負担の限度額を改める必要があるので、所要の改正をするもの 

 

２ 改正概要 

  選挙運動用のビラの作成及び選挙運動用のポスターの作成に係る公費負担の１枚

当たりの作成単価の限度額について、以下のとおり改めるもの  

 

（１）選挙運動用ビラの作成（第５条の２及び４） 

 

（２）選挙運動用ポスターの作成（第８条） 

 

 

議案第９３号 関係資料 

選挙管理委員会事務局 

令和７年９月１８日 

摘   要 現   行 改 正 案 

作成単価限度額 ７．７３円 ８．３８円 

摘   要 作成単価限度額 

現   行 
541円31銭×ポスター掲示場の数＋316,250円 

ポスター掲示場の数 

改 正 案 
586円88銭×ポスター掲示場の数＋316,250円 

ポスター掲示場の数 
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３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行日 

  公布の日 
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別紙 

葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例新旧対照表【改正部分抜粋】 

現 行 改正案 

葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例 

平成6年6月27日 

条例第30号 

 

（略） 

(ビラの作成の公費負担) 

第5条の2 候補者は、7円73銭にビラの作成枚数(当

該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を

超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金

額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。

この場合においては、第2条ただし書の規定を準用す

る。 

（略） 

(ビラの作成の公費負担額及び支払手続) 

第5条の4 区は、候補者(前条の規定による届出を

した者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相

手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当

たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場

合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補

者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範

囲内のものであることにつき、委員会が定めるところ

により、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確

認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第5条の

2後段において準用する第2条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする

者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者

に対して支払う。 

（略） 

第8条 区は、候補者(前条の規定による届出をした

者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方

であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1

枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250

円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た

葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例 

平成6年6月27日 

条例第30号 

 

（略） 

(ビラの作成の公費負担) 

第5条の2 候補者は、8円38銭にビラの作成枚数(当

該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を

超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金

額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。

この場合においては、第2条ただし書の規定を準用す

る。 

（略） 

(ビラの作成の公費負担額及び支払手続) 

第5条の4 区は、候補者(前条の規定による届出を

した者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相

手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当

たりの作成単価(当該作成単価が8円38銭を超える場

合には、8円38銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補

者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範

囲内のものであることにつき、委員会が定めるところ

により、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確

認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第5条の

2後段において準用する第2条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする

者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者

に対して支払う。 

（略） 

第8条 区は、候補者(前条の規定による届出をした

者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方

であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1

枚当たりの作成単価(当該作成単価が、586円88銭に

ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250

円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た
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金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1

円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)

に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポス

ター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得

た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスタ

ーの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポス

ターの作成を業とする者に対して支払う。 

（略） 

金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は1

円とする。)を超える場合には、当該除して得た金額)

に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じてポス

ター掲示場の数の範囲内のものであることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得

た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスタ

ーの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポス

ターの作成を業とする者に対して支払う。 

（略） 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後

にその期日を告示される葛飾区議会議員又は葛飾

区長の選挙について適用し、施行日の前日までにそ

の期日を告示された葛飾区議会議員又は葛飾区長

の選挙については、なお従前の例による。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議決案件工事資料 

 

契約管財課 

 

 

 

 

 

議案第９４号 関係資料 

議案第９５号 関係資料 

議案第９６号 関係資料 

議案第９７号 関係資料 

総 務 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 

- 1 -
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議決案件工事箇所図

【議案第97号】
葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

四つ木四丁目22番１号

【議案第94号】
（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事

南水元三丁目1646番５

【議案第96号】
葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事

奥戸七丁目17番１号

【議案第95号】
葛飾区立宝木塚小学校建築工事

宝町二丁目29番23号



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 3,298,900,000 円

永井・大徳建設共同企業体 辞退

大翔・東葛長谷建設共同企業体 3,298,900,000 0.0 21.2 21.2

備考

金子・田辺建設共同企業体 3,294,500,000 0.1 22.0 22.1 落札

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値

開札日時 令和７年８月６日　13時30分　電子入札

落札者名
金子・田辺建設共同企業体
株式会社金子工務店　代表取締役　鈴木　潤美
東京都葛飾区立石六丁目14番10号

落札金額 3,294,500,000 円

工　　期 契約締結日の翌日から令和９年11月30日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年７月３日

案件番号 0000002005

件　　名 （仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事

履行場所 東京都葛飾区南水元三丁目1646番５
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　　　 　　　　 　                 議案第94号関係資料

（（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事）



（参 考） 

 

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事 

 敷 地 面 積 2,330.67平方メートル 

 建 築 構 造  鉄骨造地上５階建 

        建 築 面 積  1,217.07平方メートル 

        延 べ 面 積  4,809.53平方メートル 

        高 さ  20.68メートル 

主要諸室等  １階 面談室、事務室、医務室兼看護職員室、静養室、

会議室、調理室、配膳室、職員更衣室 

               ２階 居室、脱衣室、浴室、機械浴室、介護職員室、

職員休憩室 

               ３階 居室、脱衣室、浴室、機械浴室、介護職員室、

職員休憩室 

               ４階 居室、脱衣室、浴室、機械浴室、介護職員室、

職員休憩室 

               ５階 機能訓練室、防災拠点型地域交流スペース、脱

衣室、浴室、備蓄倉庫、設備室 
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案　内　図

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事

工事箇所：南水元三丁目1646番５

花の木小学校

金町中学校

葛飾にいじゅくみらい
　　公園運動場

理
科
大
学
通
り

JR常
磐線

金町駅

水元総合スポーツセンター

葛飾清掃工場

飯塚小学校

　　東京都立
葛飾総合高等学校



（区立公園）

真北
南水元けやき公園

特
別

区
道

　
葛

35
9
号
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配　置　図

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  



▼

△

▼

△

▼

▼

▼

△

▼

▼

▼
36,619

真北

ピロティ

駐車場

事務室
会議室

静養室

医務室兼
看護職員室

更衣室
職員

宿直室

洗濯・汚物室

面談室面談室

共用WC

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ
厨房
倉庫

厨房
更衣室

厨房事務室

厨房
WC

調理室

配膳室

下処理室
食品庫

検収室

EV
ホール

EV
(寝)

EV
(人)

洗浄室

厨房
ゴミ庫

施設ゴミ庫

駐輪場
駐輪場

エントランスホール

風除室

DW

45
,2
47

6
4,

26
5
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１階平面図

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  



36,619

45
,2
47

6
4
,
2
6
5

居室
(3床)

居室
(4床)

居室
(4床)

居室
(1床) WC

EV
(寝)

EV
(人)

居室
(3床)

居室
(3床)

居室
(4床)

倉庫
WC

職員WC

WC
(1床)
居室

居室
(1床)

居室
(4床)

洗 濯
汚物室 DW

HWC

介護
材料室

職員
休憩室

機械浴室

居室
(1床)

居室
(1床)

居室
(1床)

居室
(1床)

HWC

倉庫

食堂

食堂

光庭介護
職員室

真北

浴室

浴室

- 8 -

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  

２階・３階平面図



1,800

36,619

(4床)
居室

居室
(4床)

居室

(1床) WC

EV
(寝)

EV
(人)

居室
(4床)

居室
(4床)

居室
(4床)

食堂

光庭

食堂

WC

職員WC

材料室
介護 居室

(1床)

居室
(1床)

WC

居室
(4床)

洗 濯
汚物室

HWC

DW

機械浴室
収納

職員
休憩室

居室
(1床)

WC

45
,2
47

64
,2

65

介護
職員室

真北

浴室

浴室
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４階平面図

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  



29
,8
00

4
6,

35
5

40
,2
59

屋上緑化

機能訓練室

EV
(寝)

EV
(人)

防災拠点型
地域交流スペース

倉庫

設備室

湯沸室

HWC

職員
WC

備蓄
倉庫

倉庫

屋上緑化

光庭

屋上緑化

休憩
コーナー

HWC

56
,2

60

屋上緑化

屋上緑化

真北

浴室
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５階平面図 屋根伏図

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  
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東側立面 図 北側立面 図

南側立面 図

（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  

西側立面 図
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（仮称）葛飾区特別養護老人ホーム等代替施設建築工事  

外観パース



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002126

件　　名 葛飾区立宝木塚小学校建築工事

履行場所 東京都葛飾区宝町二丁目29番23号

工　　期 契約締結日の翌日から令和10年10月31日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年７月16日

開札日時 令和７年８月26日　13時30分　電子入札

落札者名
永井・大徳・東葛長谷建設共同企業体
永井建設株式会社　代表取締役　永井　孝志
東京都葛飾区お花茶屋一丁目３番５号

落札金額 4,631,000,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

株式会社金子工務店 4,639,800,000 0.0 21.0 21.0

大翔・田辺建設共同企業体 4,636,500,000 0.0 25.2 25.2

永井・大徳・東葛長谷建設共同企業体 4,631,000,000 0.1 28.4 28.5 落札

予定価格 4,639,811,000 円

- 13 -

             議案第95号関係資料

（葛飾区立宝木塚小学校建築工事）



(参 考） 

 

葛飾区立宝木塚小学校建築工事 

 敷 地 面 積 8,664.14平方メートル 

 建 築 構 造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上４階建 

        建 築 面 積  2,679.20平方メートル 

        延 べ 面 積  7,762.45平方メートル 

        高 さ  14.93メートル 

主要諸室等  １階 昇降口、主事室、事務室、職員室、校長室、教

育相談室、保健室、校内サポートルーム、特

別支援教室、会議室、多目的室、地域連携室、

給食室、学童保育クラブ、わくわくチャレン

ジ広場室 

       ２階 体育館、普通教室、少人数教室、理科室兼生活

科室、音楽室、備蓄倉庫、放送室 

       ３階 普通教室、少人数教室、図工室、多目的室、学

習センター（学校図書館） 

４階 普通教室、少人数教室、家庭科室、多目的室

（ランチルーム） 
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工事箇所：宝町二丁目29番23号

京成本線
お花茶屋駅

曳
舟
川
親
水
公
園
通
り

大道中学校

双葉中学校

平
和
橋
通
り

水
戸
街
道

お花茶屋公園

曳舟川親水公園

案　内　図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



▼ 隣 地 境 界 線

4 15
4

244
24

30132

16270

27122

宝
塚

木
小

▲ 隣 地 境 界 線

▼
隣

地
境

界
線

▲ 隣 地
境 界

線

▲
隣

地
境

界
線

▼ 隣
地 境

界 線

▲ 隣 地 境 界 線

▼
隣

地
境

界
線

▼
道

路
境

界
線

▼
道

路
境

界
線

校舎棟

駐輪場2

駐輪場１

屋外倉庫棟

（別途工事）

N
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配　置　図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



（配膳室）

昇降口

検収室

給食用トイレ（男）

廃棄物保管庫

給食用更衣室（男）

給食用トイレ（女）

職員室

給食室

下処理室

児童用トイレ（女）

児童用トイレ（男）

児童用トイレ（男）

校長室

（調理室）

休憩室

食品庫

（洗浄室）

教材室１

83,450

3
4
,
65
0

2
7
,
3
0
0

学童

保管庫

特別支援教室1

特別支援

教室2 会議室

職員用玄関

多目的室（第２特別教室）

児童用トイレ（女）

バリアフリートイレ

地域連携室 主事室

休憩室用
保管庫

学童用倉庫

学童用給湯室学童用更衣室（女）

学童用更衣室（男）

学童保育クラブ
わくわくチャレンジ

広場室

トイレ
（男）

学童
トイレ
（女）

学童バリアフリートイレ

職員・来客用トイレ（女）

印刷・資料室
事務室教育相談室保健室

職員用更衣室
（女）

職員用更衣室
（男）

職員・来客用トイレ（男）

N

学童用事務室

給食用更衣室（女）

EV

校内サポートルーム
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１ 階 平 面 図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



体育館

音楽室

EV

屋外階段

児童用トイレ（男）

バリアフリートイレ児童用トイレ（女）

児童用トイレ（男）

ステージ

室外機置場
放送室

83,450

3
4
,
6
5
0

2
7
,
3
0
0

室外機置場

理科室兼
生活科
準備室 理科室兼生活科室 音楽準備室 楽器収納室 教材室２

階段1

備蓄倉庫

配膳室1

児童用トイレ（女）

普通教室１ 普通教室２ 普通教室３ 少人数教室１ 普通教室４ 普通教室５

階段2 児童更衣室
（女）

児童更衣室
（男）

器具庫２

放送

体育館前室

体育館
バリアフリートイレ

器具庫１

N
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２ 階 平 面 図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



配膳室２

図工室

EV

光庭

ステージ上部

体育館上部

児童用トイレ（男）

バリアフリートイレ児童用トイレ（女）

児童用トイレ（男）

2
7
,
3
0
0

83,450

3
4
,
6
5
0

室外機置場

陶芸窯室

多目的室 （学校図書館）

室外機置場

N

教材室３普通教室10普通教室９少人数教室２普通教室８普通教室７普通教室６

児童用トイレ（女）

図書準備室

給水管・増圧ポンプ室

階段1

学習センター

図工準備室

階段2
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３ 階 平 面 図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



準備室

階段1

家庭科

児童用トイレ（男）

バリアフリートイレ児童用トイレ（女）

児童用トイレ（男）

室外機置場 家庭科室

室外機置場 

27
,
3
0
0

83,450

3
4
,
6
5
0

多目的室（ランチルーム）
３階屋根

EV

体育館上部

ステージ屋根

配膳室３

児童用トイレ（女）

光庭階段2

普通教室11 普通教室12 普通教室13 少人数教室３ 普通教室14 普通教室15 教材室４

N
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４ 階 平 面 図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



2
7
,
3
0
0

83,450

塔屋屋根

太陽光パネル

室外機
光庭階段2

キュービクル 外調機
吹抜 吹抜

太陽光パネル

宝
木

塚
小

N

- 21 -

屋上平 面 図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



▽最高の高さ

葛
飾
区
立
宝
木
塚
小
学
校

●

葛
飾
区
立
宝
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塚
小
学
校

●
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3
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0

3
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3
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4
.
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3
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西側立面 図

南側立面 図

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



▽最高の高さ
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葛飾区立宝木塚小学校建築工事

東側立面 図

北側立面 図



- 24 -- 24 -

外観パース

葛飾区立宝木塚小学校建築工事



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 477,510,000 円

株式会社山溪緑地 辞退

桂・葛飾建設共同企業体 477,400,000 0.0 23.5 23.5 落札

備考

相川・優建設共同企業体 辞退

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値

開札日時 令和７年７月30日　13時30分　電子入札

落札者名
桂・葛飾建設共同企業体
株式会社桂造園　代表取締役　菊地　謙二
東京都葛飾区亀有三丁目33番２号

落札金額 477,400,000 円

工　　期 契約締結日の翌日から令和８年９月30日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年７月４日

案件番号 0000002040

件　　名 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事

履行場所 東京都葛飾区奥戸七丁目17番１号

- 25 -

　　　 　　　　 　　　　　　　　 　　    議案第96号関係資料

（葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事）



（参 考） 

 

葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事 

 陸上競技場インフィールド    面積 7,641.00平方メートル 

 陸上競技場アウトフィールド   面積  675.00平方メートル 

 圃場              面積  215.00平方メートル 

  天然芝舗装工事         一式    

  競技施設整備工事        一式 

  初期養生            一式 

機械設備工事          一式 
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案　 内　 図

葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事

上入公園

中川

奥戸街道

奥戸
二丁目公園

工事箇所：奥戸七丁目17番１号

奥戸総合スポーツセンター
エイトホール

三和公園

奥戸小学校

南奥戸小学校

奥戸地区図書館
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配　置　図

葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場天然芝化改修工事



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 231,088,000 円

株式会社高田工業 202,400,000 11.1 20.0 31.1 落札

備考

株式会社誠和土木 207,980,300 8.9 20.5 29.4

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値

開札日時 令和７年７月18日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社高田工業
代表取締役　高田　英生
東京都葛飾区西水元一丁目17番12号

落札金額 202,400,000 円

工　　期 契約締結日の翌日から令和８年10月２日まで

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年６年27日

案件番号 0000002033

件　　名 葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

履行場所 東京都葛飾区四つ木四丁目22番１号

- 29 -

　　　 　　　　 　     議案第97号関係資料

（葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事）



（参 考） 

 

葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事 

解体・撤去工事 

  校舎棟 

構  造  鉄筋コンクリート造地上３階建て 

   建築面積  1,329.00平方メートル 

   延べ面積  3,988.53平方メートル 

 高  さ  11.60メートル 

  その他付属棟の解体   一式 

外構撤去工事      一式 

 

- 30 -



- 31 -

案　内　図

葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

工事箇所：四つ木四丁目22番１号

よつぎ小学校

綾南小学校

堀切中学校

水
戸
街
道

平
和
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通
り

曳
舟
川
親
水
公
園
通
り

篠原公園

四つ木公園
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線

隣
地
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界

線
隣

地
境

界
線

隣
地

境
界

線

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線

隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線

道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線

仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎

（建設中）（建設中）（建設中）（建設中）（建設中）（建設中）（建設中）

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

普通教室棟普通教室棟普通教室棟普通教室棟普通教室棟普通教室棟普通教室棟

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

管理,普通教室棟管理,普通教室棟管理,普通教室棟管理,普通教室棟管理,普通教室棟管理,普通教室棟管理,普通教室棟

校庭校庭校庭校庭校庭校庭校庭

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

工事範囲を示す工事範囲を示す工事範囲を示す工事範囲を示す工事範囲を示す工事範囲を示す工事範囲を示す
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葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事
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葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

１ 階 平 面 図
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葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

２階平面図
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葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

３階平面図
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葛飾区立四ツ木中学校既存校舎等解体工事

屋上平面図



 

全国みどりと花のフェアかつしか用フラワーメリーゴーランドの買

入れについて 

 

契約管財課 

 

１ 買入れの目的 

  全国みどりと花のフェアかつしかで使用するフラワーメリーゴ

ーランドを買い入れるもの 

 

２ 買い入れる物品及び数量 

全国みどりと花のフェアかつしか用フラワーメリーゴーランド   

50基      

 

３ 納期 

  令和８年３月31日 

 

 

議案第９８号 関係資料 
総 務 部 
令和７年９月１８日 

- 1 -



令和７年度 見積経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002346

件　　名 全国みどりと花のフェアかつしか用フラワーメリーゴーランドの買入れ

納入場所  飾区指定の場所

納入期限 令和８年３月31日

契約方法 随意契約

資料配付日 令和７年８月22日

見積書提出期限・提出先 令和７年８月26日　16時00分　葛飾区役所７階契約管財課

決定者名
サンエービルドシステム株式会社
代表取締役　前田　嘉人
東京都葛飾区堀切一丁目８番４号

決定金額 56,760,000 円

項
番

企業名
第1回目

見積価格（円）
第2回目

見積価格（円）
第3回目

見積価格（円）
第4回目

見積価格（円）
備考

サンエービルドシステム株式会社 56,760,000 決定

予定価格 56,760,000 円

- 2 -

　　　 　　　　 　                               議案第98号関係資料

（全国みどりと花のフェアかつしか用フラワーメリーゴーランドの買入れ）



 

葛飾区立二上小学校改築に伴う什器等の買入れについて 

 

契約管財課 

 

１ 買入れの目的 

  葛飾区立二上小学校改築に伴い、什器等を買い入れるもの 

 

２ 買い入れる物品及び数量 

葛飾区立二上小学校改築に伴う什器等      

⑴ 児童用机             741 台 

⑵ 会議用等テーブル         139 台 

⑶ 事務用机及び脇机         21 台 

⑷ 児童用椅子               881 脚 

⑸ 会議用等椅子           829 脚 

⑹ 事務用椅子            92 脚 

⑺ 書庫               31 台 

⑻ ロッカー及びシューズボックス   32 台 

⑼ 整理棚              84 点 

⑽ ホワイトボード          27 台 

⑾ パーティション及びパネル     43 点 

⑿ 掃除用具入れ           14 台 

⒀ 教卓               23 台 

⒁ ワゴン              127 台 

⒂ その他什器等           99 点 
合計 3,183点 

 

３ 納期 

  令和８年３月13日 

 

 

議案第９９号 関係資料 
総 務 部 
令和７年９月１８日 
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令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002162

件　　名 葛飾区立二上小学校改築に伴う什器等の買入れ

納入場所 葛飾区指定の場所

納入期限 令和８年３月13日

入札方法 制限付一般競争入札

資料配付日 令和７年７月29日

開札日時 令和７年８月７日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社小林平和堂
代表取締役社長　小林　伸好
東京都葛飾区東立石三丁目13番７号

落札金額 112,928,376 円

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）
備考

エビヌマ株式会社 113,864,510

株式会社小林平和堂 112,928,376 落札

株式会社釜亀商店 114,070,000

円予定価格 114,184,135

- 2 -

　　　 　　　　 　         議案第99号関係資料

（葛飾区立二上小学校改築に伴う什器等の買入れ）
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柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部の指定管理者の指定について 

 

観光課   

 

１ 指定管理者の公募及び選定の方式 

指定管理者の公募及び選定は、「柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張

部指定管理者選定委員会」を設置し、「柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園

拡張部指定管理者公募要項」に基づき、公募型プロポーザル方式により広く提案を

公募し、優秀提案者を選定した。 

 

２ 「柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部指定管理者選定委員会」選定

委員 

伊藤 毅 （東京大学名誉教授） 

伏見 健一（公認会計士） 

宇野 俊郎（中小企業診断士・観光経営コンサルタント） 

谷川 隆一（中小企業診断士・葛飾区中小企業診断士会） 

石川 宏太（ＮＰＯ法人柴又まちなみ協議会理事長）   

吉田 峰子（ 飾区産業観光部長） 

忠  宏彰（葛飾区都市施設担当部長） 

山崎 淳 （葛飾区教育次長） 

 

３ 経過 

令和７年３月14日   建設環境委員会へ庶務報告（公募要項案等の報告） 

３月18日   総務委員会へ庶務報告（公募要項案等の報告） 

３月26日   第１回選定委員会（選定委員委嘱・公募要項等決定） 

４月４日   公募要項配布（４月18日まで） 

４月21日   公募説明会及び施設案内会の開催 

議案第１００号 関係資料 

産 業 観 光 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 
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５月12～13日 書類審査応募書類の受付（４団体応募） 

５月21日 第２回選定委員会（書類審査通過４団体の決定） 

６月20日 個別審査応募書類の受付（４団体応募） 

７月16日 第３回選定委員会（プレゼンテーション及びヒアリン 

グ、優秀提案者の決定、区長への報告内容の決定） 

 

４ 選定結果 

  ●優秀提案者 

柴又おもてなしパートナーズ 

代表者 株式会社協栄 

東京都中央区日本橋蛎殼町二丁目13番９号 

代表取締役 山田 賢治 

 ・設立年月 昭和39年５月 

 ・資本金  9,750万円 

 ・従業員数 3,540名 

 ・事業内容 指定管理者事業、PFI事業、各種運営管理事業、

スポーツ施設総合管理業務、公園等樹木管理業

務、建築物環境衛生管理業務、設備管理業務 等 

構成員 株式会社プランドゥ・ジャパン 

東京都港区芝大門二丁目３番６号 大門アーバニスト401 

 代表取締役社長 大槻 厚 

 ・設立年月 昭和61年10月 

 ・資本金  2,500万円 

 ・従業員数 30名 

 ・事業内容 観光地方創生事業、セールスプロモーション事

業、交通広告・メディア事業、イベントプロデ

ュース事業、国際交流事業、訪日プロモーショ

ン・インバウンド事業 等 
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構成員 ヤオキン商事株式会社 

 東京都足立区足立四丁目28番10号 

  代表取締役 伊藤 治光 

  ・設立年月 昭和27年11月 

  ・資本金  3,000万円 

  ・従業員数 761名 

  ・事業内容 指定管理事業、エネルギー・燃料関連事業、 

自動車関連事業、住宅設備事業 等 

●第２順位提案者 

柴又川甚まちなみ館運営共同事業体 

代表者 株式会社コンベンションリンケージ 

構成員 東洋管財株式会社 

●第３順位提案者 

柴又結づくり共同事業体 

代表者 株式会社イースト 

構成員 株式会社ローカルデベロップメントラボ 

構成員 株式会社ワコールアートセンター 

構成員 東亜造園株式会社 

構成員 日本メックス株式会社 

 

５ 評価 

（１）選定委員会における応募団体の採点結果 

   柴又川甚まちなみ館及び葛飾区立柴又公園拡張部の管理運営、観光振興事業等

に関わる業務提案内容についての評価を審査基準に沿って行った結果、以下のと

おりの採点結果となった。また、最低制限基準については書類審査及び個別審査

を各６割とし、書類審査の点数を個別審査に反映しない形式で審査を行ったもの

である。この採点結果を踏まえ、選定委員会が提案内容について総合的に判断

し、優秀提案者を決定した。 
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 ＜書類審査＞ 

  

＜個別審査＞ 

 

 

 

 

評価項目 配点 優秀提案者 
第２順位 

提案者 

第３順位 

提案者 

1 実績・経験 65 58 55 43 

2 業務遂行能力 25 16 19 23 

3 業務遂行方針 10 10 9 9 

書類審査合計 100 
84 

（84.0％） 

83 

（83.0％） 

75 

（75.0％） 

評価項目 配点 優秀提案者 
第２順位 

提案者 

第３順位

提案者 

1 基礎事項 42 35.5 29.1 28.9 

2 施設維持管理業務 48 33.2 30.5 31.2 

3 施設運営業務 45 38.6 36.5 34.4 

4 観光振興事業 50 41.1 35.4 36.4 

5 収支計画 35 24.4 22.9 22.2 

6 
管理運営経費に関する

対価 
60 32.0 29.0 29.0 

7 
プレゼンテーション 

及びヒアリング 
20 16.4 13.7 13.2 

個別審査合計 300 
221.2 

（73.7％） 

197.1

（65.7%） 

195.3

（65.1%） 
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（２）優秀提案者を評価した点 

   ア 実績・経験 

観光施設、貸館施設、喫茶・物販施設等の管理運営や地域団体と連携した

誘客事業の実績が評価された。 

イ 業務遂行能力 

財務状況として、過去三年間の経常損益がプラスであり、指定管理者とし 

て運営を担うに安定性のある団体であることが評価された。 

ウ 業務遂行方針 

観光振興における歴史・文化の発信や地域を巻き込んだ交流促進、貸館事 

業の利用促進につなげる情報発信、公園における区内企業と連携した維持管 

理、喫茶・物販事業における区内団体との連携を検討していくことが評価さ 

れた。 

エ 基礎事項 

組織体制と開館までの準備が評価された。 

・ 代表者と構成員の業務分担及び責任区分が明確であること。 

・ 維持管理や観光振興事業などにおいて区内事業者と連携を図ること。 

・ 開館に向けた準備体制を構築し、開館までのスケジュール、広報活

動、運営スタッフの確保のほか、内覧会や開館記念イベントなどの準

備計画が明確であること。 

オ 施設維持管理業務 

     建築物、設備、機材、公園の維持管理業務が評価された。 

    ・ 観光施設として、「安全・清潔・快適・継続可能」な空間の提供を目 

指すこと。 

・ 施設の基本性能を確保して、長寿命化を図ること。 

・ 予防保全と事後保全を組み合わせ、費用対効果の高い施設運営を実現

すること。 

・ 公園維持管理業務における区内企業との連携のほか、その他維持管理

業務での区内企業の活用を検討すること。 
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カ 施設運営業務 

利用者ニーズ、広報活動、受付運営、喫茶物販運営が評価された。 

・ ホームページ及びSNSを活用した施設情報の発信のほか、団体旅行客の

誘致、キャッシュレス決済の導入などを行うこと。 

・ 区内の観光に資する団体と意見を交わしながら、相互協力の関係を構築

すること。 

・ 外国人観光客への「旅マエ・旅ナカ・旅アト」の段階に合わせて、ホー

ムページやSNSなどを活用した情報発信を行うこと。 

・ 観光バスなどの受け入れについては事前予約制を導入し、ホームページ

上に予約受付ページを設けるほか、誘導員による安全確保を図ること。 

・ 区内事業者と連携した喫茶物販を行うこと。 

キ 観光振興事業 

     柴又川甚まちなみ館と柴又公園拡張部を活用した提案が評価された。 

・ 柴又で開催されている「新・寅さんまつり～寅さんの夕べ」や「柴又

宵フェスタ」と連携したイベント 

・ 葛飾区伝統産業職人会や葛飾ブランド等と連携した体験教室 

・ 柴又の商店街や近隣施設の魅力に触れる地域回遊イベント 

・ 太鼓、歌謡、弦楽器などの演奏会 など 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

  令和７年10月    区議会議決後に指定及び告示 

            指定管理者との詳細協議 

  令和８年２月    指定管理者との基本協定の概要を所管委員会へ庶務報告 

  令和８年３月下旬  柴又川甚まちなみ館の開館及び柴又公園拡張部（広場側） 

の開園 



 

柴又川甚まちなみ館什器等の買入れについて 

 

契約管財課 

 

１ 買入れの目的 

柴又川甚まちなみ館の開館に伴い、什器等を買い入れるもの 

 

２ 買い入れる物品及び数量 

柴又川甚まちなみ館の開館に伴う什器等 

⑴ 会議用等椅子          256脚 

⑵ 会議用等テーブル        83台 

⑶ ベンチ             24台 

⑷ 展示台及び商品ディスプレイ   26台 

⑸ 棚               14台 

⑹ 収納庫           ９台 

⑺ ロッカー            ３台 

⑻ 玄関マット及び床マット     11枚 

⑼ その他什器等          170点 

合計  596点 

  

３ 納期 

  令和８年２月13日 

 

 

議案第１０１号 関係資料  
総 務 部 
令和７年９月１８日 
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令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002303

件　　名 柴又川甚まちなみ館什器等の買入れ

納入場所 葛飾区指定の場所

納入期限 令和８年２月13日

入札方法 制限付一般競争入札

資料配付日 令和７年８月21日

開札日時 令和７年８月29日　13時30分　電子入札

落札者名
エビヌマ株式会社
代表取締役社長　海老沼　優文
東京都葛飾区東堀切二丁目16番２号

落札金額 58,335,374 円

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）
備考

エビヌマ株式会社 58,335,374 落札

株式会社小林平和堂 58,924,440

株式会社釜亀商店 59,519,700

予定価格 59,830,972 円
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　　　          議案第101号関係資料

（柴又川甚まちなみ館什器等の買入れ）



財政課

１　葛飾区の算定状況　　

（単位：百万円、％）

令和７年度算定額 令和６年度算定額 差引増減額 増減率

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｃ／Ｂ

(46,813) (2,562) (5.5)

49,375 46,813 2,562 5.5

(134,831) (6,222) (4.6)

141,052 131,078 9,975 7.6

(88,018) (3,660) (4.2)

91,678 84,265 7,413 8.8

２　２３区の算定状況　

（単位：百万円、％）

令和７年度算定額 令和６年度算定額 差引増減額 増減率

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｃ／Ｂ

(1,382,196) (127,478) (9.2)

1,509,674 1,382,196 127,478 9.2

(2,562,810) (127,510) (5.0)

2,690,319 2,489,102 201,218 8.1

(1,180,613) (32) (0.0)

1,180,645 1,106,906 73,740 6.7

(1,195,966) (18,008) (1.5)

1,213,974 1,125,820 88,154 7.8

(15,352) (17,977) (117.1)

33,329 18,915 14,414 76.2

(1,195,966) (18,008) (1.5)

1,213,974 1,125,820 88,154 7.8

（注）１　計数については表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致し
　　　　ない場合があります。
　　　２　増減率は表内計数により計算しています。
　　  ３　令和６年度算定額の（　）内数値は再調整算定額（令和６年度確定額）
　　　　です。
（＊）財源超過区・・・港区、渋谷区

令和７年度都区財政調整区別算定結果について

基準財政収入額
ａ

基準財政需要額
ｂ

うち財源不足額

うち財源超過額
（＊）

交付金交付額

差引交付金
ｂ－ａ

基準財政収入額
ａ

基準財政需要額
ｂ

差引　ｂ－ａ

1



(単位 ： 千円)

 内　　　　訳

区 名 基 準 財 政 収 入 額 基 準 財 政 需 要 額 普 通 交 付 金

千 代 田 区 33,098,902 35,469,770 26,760,915 8,708,855 2,370,868
中 央 区 45,631,466 66,073,476 52,272,253 13,801,223 20,442,010
港 区 110,135,347 81,788,215 65,519,814 16,268,401 0 ※

新 宿 区 66,708,592 95,331,617 78,460,462 16,871,155 28,623,025
文 京 区 45,687,643 70,992,211 55,761,599 15,230,612 25,304,568
台 東 区 32,920,407 63,646,863 51,261,509 12,385,354 30,726,456
墨 田 区 36,708,809 83,428,190 66,378,180 17,050,010 46,719,381
江 東 区 76,060,673 148,102,038 117,103,648 30,998,390 72,041,365
品 川 区 69,830,092 117,600,630 93,641,136 23,959,494 47,770,538
目 黒 区 57,205,353 75,663,353 60,093,521 15,569,832 18,458,000
大 田 区 102,337,223 187,074,889 150,503,133 36,571,756 84,737,666
世 田 谷 区 157,007,476 222,802,084 179,001,701 43,800,383 65,794,608
渋 谷 区 71,435,284 66,453,411 53,690,504 12,762,907 0 ※

中 野 区 47,294,406 91,395,112 74,272,884 17,122,228 44,100,706
杉 並 区 85,704,454 140,396,625 112,493,871 27,902,754 54,692,171
豊 島 区 44,763,606 81,947,481 65,937,486 16,009,995 37,183,875
北 区 42,820,467 106,718,055 85,908,625 20,809,430 63,897,588
荒 川 区 25,599,185 73,083,719 58,590,419 14,493,300 47,484,534
板 橋 区 66,474,113 155,735,450 125,477,145 30,258,305 89,261,337
練 馬 区 91,715,430 198,783,842 157,682,658 41,101,184 107,068,412
足 立 区 73,451,369 191,679,461 152,761,143 38,918,318 118,228,092
 飾 区 49,374,591 141,052,441 112,367,328 28,685,113 91,677,850
江 戸 川 区 77,709,487 195,100,478 155,350,379 39,750,099 117,390,991

合　　　計 1,509,674,375 2,690,319,411 2,151,290,313 539,029,098 1,213,974,041

※　財源不足額が生じていないため不交付となる。

経 常 的 経 費 投 資 的 経 費

令和７年度　都区財政調整区別算定結果（当初算定）
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（単位：千円、％）

1,515,905,067 1,476,991,106   38,913,961   2.6

697,860,862 622,256,671   75,604,191   12.2

10,000 10,000   0   0.0

97,720,077 89,980,665   7,739,412   8.6

36,591 128,350 △ 91,759 △ 71.5

2,311,532,597 2,189,366,792   122,165,805   5.6

1,294,458,254 1,206,341,102   88,117,152   7.3

  3,822,172 9,667,697 △ 5,845,525 －

Ａ 1,298,280,426 1,216,008,799   82,271,627   6.8

1,220,383,600 95% 1,155,208,359   65,175,241   5.6

77,896,826 5% 60,800,440   17,096,386   28.1

Ｂ 1,509,674,375 1,382,196,238   127,478,137   9.2

1,078,925,949 951,890,220   127,035,729   13.3

環境性能割 278,588 223,794   54,794   24.5

種 別 割 3,754,882 3,671,785   83,097   2.3

65,541,298 74,139,006 △ 8,597,708 △ 11.6

0 0   0   

1,148,500,717 1,029,924,805   118,575,912   11.5

12,082,487 3,618,311   8,464,176   233.9

29,495,587 21,388,137   8,107,450   37.9

35,910,887 22,104,880   13,806,007   62.5

251,965,247 232,347,700   19,617,547   8.4

41,510 37,026   4,484   12.1

4,778,181 3,685,597   1,092,584   29.6

4,947,690 45,764,225 △ 40,816,535 △ 89.2

1,487,722,306 1,358,870,681   128,851,625   9.5

3,236,106 3,269,786 △ 33,680 △ 1.0

10,563,407 10,325,171   238,236   2.3

835,293 827,947   7,346   0.9

1,256,840 1,169,280   87,560   7.5

953,439 939,276   14,163   1.5

1,504,567,391 1,375,402,141   129,165,250   9.4

△ 18,019,549 △ 14,531,847 △ 3,487,702   －

23,126,533 21,325,944   1,800,589   8.4

Ｃ 2,690,319,411 2,489,101,759   201,217,652   8.1

2,151,290,313 1,874,839,162   276,451,151   14.7

539,029,098 614,262,597 △ 75,233,499 △ 12.2

1,180,645,036 1,106,905,521   73,739,515   6.7

1,213,974,041 1,125,820,118   88,153,923   7.8

  33,329,005   18,914,597   14,414,408   76.2

1,213,974,041 1,125,820,118   88,153,923   7.8

77,896,826 60,800,440   17,096,386   28.1

1,291,870,867 1,186,620,558   105,250,309   8.9

交
付
額

普 通 交 付 金

特 別 交 付 金

計

経 常 的 経 費

投 資 的 経 費

　差        引　　　　Ｃ－Ｂ

財 源 不 足 額

財 源 超 過 額

基 準 財 政 需 要 額

環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

計

地 方 揮 発 油 譲 与 税

自 動 車 重 量 譲 与 税

航 空 機 燃 料 譲 与 税

森 林 環 境 譲 与 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

合        計

特 別 区 民 税 特 例 加 減 算 額

地 方 消 費 税 交 付 金 特 例 加 算 額

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

計

内
　
訳

普 通 交 付 金 分 Ａ × 94%

特 別 交 付 金 分 Ａ × 6%

基 準 財 政 収 入 額

特
 
別
 
区
 
税

特 別 区 民 税

軽 自 動 車 税

特 別 区 た ば こ 税

鉱 産 税

小        計

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

精  　算  　分

エ＝ウ／イ

交
 
付
 
金
 
の
 
総
 
額

調
　
整
　
税
　
等

固 定 資 産 税

市 町 村 民 税 法 人 分

特 別 土 地 保 有 税

法 人 事 業 税 交 付 対 象 額

固定資産税減収補塡特別交付金

計

条例で定める割合 56% 55.1%

当　年　度　分

令和７年度　　都　区　財　政　調　整　　（　前年度当初算定対比　）　

区　　　　　　　分
令 和 ７ 年 度 令 和 ６ 年 度 差 引 増 △ 減 増　減　率

備 考
当 初 算 定 ア 当 初 算 定 イ ウ ＝ ア － イ
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葛飾区公文書等管理条例の施行について 

                                   総務課 

１ 概要 

  本年10月１日の葛飾区公文書等管理条例（以下「条例」という。）の全面施行に

あたり、取組状況や今後の予定を報告するもの 

 

２ 取組状況 

令和７年３月 条例公布 

４月 条例一部施行（葛飾区公文書等管理委員会（以下「委員会」とい

う。）及び準備行為の規定） 

６月 委員会委員５名（弁護士、大学教授、国立公文書館職員、行政書

士及び公募委員）を委嘱 

７月 第１回委員会にて、条例に基１づく公文書管理規程等の制定又は

改正について諮問・審議 

８月 管理職向けの研修会「公文書管理条例時代の葛飾」を開催 

 第２回委員会にて、諮問内容を引き続き審議 

      ９月 委員会から、諮問内容について答申 

 

３ 今後の予定 

  令和７年９月  一般職員向けの公文書等管理研修及び文書整理説明会を開催 

          条例に基づく公文書管理規程等を公布 

      10月  条例全面施行及び条例に基づく公文書管理規程等が施行 

          条例に基づく文書整理を開始 

  令和８年４月～ 令和８年３月31日に保存期間が満了する公文書ファイルの、歴

史的公文書に該当するものの区長への移管や廃棄等を実施 

庶務報告 Ｎｏ.１ 

総 務 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 



 

 

 

専決処分（訴えの提起）の報告について 

 

総務課 

 

１ 専決処分事項  

訴えの提起  

２ 裁判所事件番号及び事件名           

東京地方裁判所 ※※※※※※※※※※ ※ 建物明渡等請求事件   

３ 当事者 

⑴ 原告  飾区 

⑵ 被告 

 ア ※※※※※※※※※※※※ ※ ※※※※※※※※※※ ※ 

   ※※ ※ 

イ ※※※※※※※※ ※※※※ ※※※※※※ ※ 

※※ ※ 

  ウ ※※※※※※※※※※※※※※※ ※ 

※※ ※ 

４ 請求の趣旨 

⑴ 被告らは、原告に対し、柴又二丁目アパート（以下「本件建物」という。）の

１号棟105号室（以下「本件住宅」という。）を明け渡せ 

⑵ 被告らは、原告に対し、連帯して、金207万1,620円及び令和７年７月１日から

本件住宅の明渡済みまで１か月当たり６万570円を支払え 

⑶ 訴訟費用は被告らの負担とする 

との判決並びに仮執行宣言を求める。 

５ 事案の概要 

東京都は、※※※※※に対し、昭和56年２月16日、本件住宅の使用を許可し、賃

貸借契約を締結した。原告は、本件建物について、東京都から平成15年３月１日付

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .２ 

総 務 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 



けで贈与を受け、その日以降、区営住宅として設置・管理している。当該贈与を受

け、原告は、※※※※※に対する賃貸人たる地位を承継したが、※※※※※は令和

３年３月30日頃に死亡した。本件住宅については、使用承継し得る者が存在しなか

ったため、原告と※※※※※との賃貸借契約は終了した。 

※※※※※の子である被告らは、※※※※※の相続人として、本件住宅の明渡義

務を承継しているところ、被告※※※が原告に対し令和３年４月６日付け誓約書を

もって同年９月30日までに本件住宅を明け渡すことを約したことから、原告は、同

日まで本件住宅の明渡しを猶予したが、現在に至るも、被告らは本件住宅の明渡し

をしていない。 

当該猶予期間中の使用損害金を従前の使用料及び共益費の合計額としたところ、

被告らにおいて全額納付がされた。当該猶予期間後の使用損害金を本件住宅の近傍

同種の住宅の家賃及び共益費の合計額としたところ、令和３年10月から令和４年４

月まで、同年６月及び同年７月については納付されたが、それ以外の月分の使用損

害金の納付はこれまでになく、令和７年６月30日現在の使用損害金は合計207万

1,620円である。 

  原告の再三の催告にもかかわらず、被告らからの応答がないため、本件訴えを提

起し、本件住宅の明渡し及び使用損害金の支払を求める。 

６ 専決処分年月日 

令和７年７月30日 

 



 

 

 

専決処分（損害賠償額の決定）の報告について 

 

総務課 

 

１ 専決処分事項  

損害賠償額の決定  

２ 契約件名  

葛飾区産後ケア事業（宿泊型・通所型・訪問型）業務委託（単価契約）   

３ 損害賠償の相手方、遅延日数及び損害賠償額   

相手方 内訳 遅延日数 損害賠償額 

東京都葛飾区東金町二丁目24番12号 

一般社団法人そらまめハウス  

そらまめ助産院  

代表理事 保坂彩未 

産後ケア 

（４月分） 

33日 200円 

産後ケア 

（５月分） 

18日 700円 

４ 事案の概要  

令和７年度の葛飾区産後ケア事業（宿泊型・通所型・訪問型）業務委託（単価契

約）において、契約代金の支払が期限内に完了しなかったことにより、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律に基づく遅延利息が発生したため、その遅延利息の額

を損害賠償として支払うもの  

５ 専決処分年月日  

令和７年７月17日 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .３ 

総 務 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 
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専決処分（訴訟上の和解）の報告について 

 

                              総務課 

 

 地方自治法第180条第１項の規定による区長の専決処分事項の指定について（平成13

年６月14日葛飾区議会議決）に基づき、次のとおり、訴訟上の和解を行ったので報告

します。 

 

１ 専決処分事項 

  訴訟上の和解 

２ 訴訟の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 損害賠償等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

 ⑶ 当事者  

  ア 原告 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※ 

       ※※ ※※ 

       法定代理人（父） ※※ ※※ 

  イ 被告 葛飾区 

 ⑷ 原告の主張 

原告は葛飾区立※※中学校１年生の夏頃から、同級生らからの言葉によるいじ

め被害に遭い、全日制の高校に進学できず、通信制高校に進学した現在も適応障

害などの症状を抱え、中学時のフラッシュバックに悩まされているため、学校設

置者である葛飾区に対して安全配慮義務違反による損害賠償を求める。 

⑸ 請求の趣旨 

ア 被告は、原告に対して、金4,016,470円及び内金3,416,470円に対する訴状送

達の翌日から支払い済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

イ 訴訟費用は被告の負担とする。 

庶務報告 Ｎｏ．４ 

総 務 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 
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との判決及び仮執行の宣言を求める。 

３ 和解の概要 

⑴ 被告は、原告に対し、原告が葛飾区立※※中学校に在学中、同級生からの行為

により、精神的苦痛を受け、転校を余儀なくされたことに対し、遺憾の意を表す

る。 

⑵ 原告は、その余の請求を放棄する。 

⑶ 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるも

ののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

⑷ 訴訟費用は各自の負担とする。 

４ 専決処分年月日 

  令和７年９月２日 

５ 事件の経過 

⑴ 令和５年12月27日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年１

月15日） 

 ⑵ 令和６年３月11日 第１回弁論準備手続期日 

⑶ 令和６年３月25日 第２回弁論準備手続期日 

⑷ 令和６年５月７日 第３回弁論準備手続期日 

⑸ 令和６年６月18日 第４回弁論準備手続期日 

⑹ 令和６年８月21日 第５回弁論準備手続期日 

⑺ 令和６年10月８日 第６回弁論準備手続期日 

⑻ 令和６年12月10日 第７回弁論準備手続期日 

⑼ 令和７年１月21日 第８回弁論準備手続期日 

⑽ 令和７年３月10日 第９回弁論準備手続期日 

⑾ 令和７年４月９日 第10回弁論準備手続期日 

⑿ 令和７年５月14日 第11回弁論準備手続期日 

⒀ 令和７年６月４日 第12回弁論準備手続期日 

⒁ 令和７年６月24日 第13回弁論準備手続期日 

⒂ 令和７年７月28日 第14回弁論準備手続期日 

 ⒃ 令和７年９月２日 第15回弁論準備手続期日（和解） 
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不作為の違法確認請求事件について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、不作為の違法確認請求の訴えの提起があったため、報告するもの 

 

１ 原告の主張 

原告は、被告に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく補装具として、電動ティルト機構を含む電動車椅子の支給の申請をし

たところ、被告は、電動ティルト機構を含まない電動車椅子の支給決定を行った。

当該支給決定には、電動ティルト機構に関する記載はなく、却下理由も付記されて

いなかったため、被告は電動ティルト機構について何ら応答しておらず、当該不作

為は違法である。 

２ 訴訟の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 不作為の違法確認請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

⑶ 原告 

    ※※※※※※※※※※※※※※※ 

  ※※ ※※ 

 ⑷ 被告 

 葛飾区 

⑸ 請求の趣旨 

  ア 原告がした令和７年１月29日付け補装具支給申請（電動ティルト機構に係る

部分）に対し、不作為庁が何らの処分をしないことは違法であることを確認す

る。 

イ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決を求める。 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .５ 

総 務 部 

令和７年９月１８日 
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３ 事件の経過 

 ⑴ 令和７年７月12日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、同月18日） 

 ⑵ 口頭弁論期日は、現時点で指定されていない。 

４ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 
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義務付け等請求事件について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、義務付け等請求の訴えの提起があったため、報告するもの 

 

１ 原告の主張 

本件トレーラーハウスの賃貸について、①本件トレーラーハウスが行政財産であ

りそもそも賃貸借契約が無効であること、②仮に本件トレーラーハウスが普通財産

又は動産であるとしても、賃料が廉価に過ぎ、賃貸借契約は無効であること、又は

③本件トレーラーハウスについての都の設置許可が無効であり、賃貸借契約も無効

であることから、適正な賃料月額との差額分の損害が発生しているため、地方自治

法第242条の２第１項第４号に基づき、被告に対し、青木克德、契約締結権者又は契

約締結決裁権者及び契約相手方（賃借人）に対する、本件損害額及び遅延損害金相

当額の損害賠償請求又は賠償命令の発令の権限の行使を求める。 

２ 訴訟の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 義務付け等請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

⑶ 原告 

  ※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※ ※ 

  ※※ ※※ 

⑷ 被告 

 葛飾区長 

⑸ 請求の趣旨 

  ア 被告は、青木克德、中島俊一及び宮木亮に対し、連帯して金96万2,400円及び

これに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を

請求せよ。 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .６ 

総 務 部 

令和７年９月１８日 
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  イ 被告は、一般社団法人キッズチャレンジ未来に対し、金96万2,400円及びこれ

に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を請求

せよ。 

ウ 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決を求める。 

３ 事件の経過 

 ⑴ 令和７年６月24日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、同年７月23

日） 

 ⑵ 令和７年10月31日 第１回口頭弁論期日 

４ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 
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葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求事件について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求の訴えの提起があったため、

報告するもの 

 

１ 原告の主張 

処分行政庁である葛飾区長がした令和７年２月12日付け各葛飾区保有個人情報開

示取消処分は、①聴聞の手続を欠くこと、②理由付記の不備があること、③不当に

開示範囲を狭めるものであることから、当該各取消処分の取消し及び国家賠償を求

める。 

２ 訴訟の内容 

⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 葛飾区保有個人情報開示取消処分取消請求 

事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

⑶ 原告 

  ※※※※※※※※※※※※※※※ 

  ※※ ※※ 

⑷ 被告 

 葛飾区 

⑸ 請求の趣旨 

  ア 処分行政庁がした令和７年２月12日付け取消処分（６葛福東第709号）を取り

消す。 

  イ 処分行政庁がした令和７年２月12日付け取消処分（６葛福東第710号）を取り

消す。 

  ウ 処分行政庁がした令和７年２月12日付け取消処分（６葛福東第711号）を取り

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .７ 

総 務 部 

令和７年９月１８日 



2 

 

消す。 

  エ 被告は原告に対し、金30,000円及びこれに対する令和７年２月12日から支払

済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

オ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

３ 事件の経過 

 ⑴ 令和７年８月６日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、同月20日） 

 ⑵ 民事訴訟法第175条に基づく書面による準備手続に付される予定 

４ 区の方針 

  特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴する。 
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裁決取消請求控訴事件の判決について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、裁決取消請求控訴事件の判決があったため、報告するもの 

 

１ 第一審における控訴人の主張 

  原告は、医師の診断に基づき眼鏡相当額の金員を遅滞なく支給せよ等という相当

数の申請行為を行ったにもかかわらず、葛飾区福祉事務所長は申請に対して応答し

ていない。原告は、令和５年５月12日付け及び同月21日付けで、葛飾区福祉事務所

長の不作為に対して、審査請求（以下「本件各審査請求」という。）を提起したが、

審査庁である葛飾区長は原告の申請は法律上の利益がない又は法律による申請では

ないとして、令和６年１月23日付け裁決書により本件各審査請求を却下した（以下

「本件裁決」という。）。原告は、裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取

消しを求めている。 

２ 第一審の判決 

⑴ 原告の請求を棄却する。 

 ⑵ 訴訟費用は原告の負担とする。 

３ 控訴の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※※ 裁決取消請求控訴事件 

 ⑵ 裁判所 東京高等裁判所 

⑶ 控訴人 

  ※※※※※※※※※※※※※※※ 

  ※※ ※※ 

 ⑷ 被控訴人 

 葛飾区 

 ⑸ 控訴の趣旨 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .８ 

総 務 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 
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  ア 原判決を取り消す。 

  イ 被告が原告に対してなした令和６年１月23日付け裁決を取り消す。 

  ウ 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。 

との判決を求める。 

⑹ 控訴審の判決の趣旨 

ア 本件控訴を棄却する。 

  イ 訴訟費用は被控訴人の負担とする。 

⑺ 控訴審の判決の理由 

本件各審査請求をいずれも不適法として却下した本件裁決は適法であり、控訴

人の請求は理由がない。 

４ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年５月11日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、令和６年６

月６日） 

⑵ 令和６年10月16日 口頭弁論期日（弁論終結） 

⑶ 令和６年12月25日 判決言渡期日 

⑷ 令和７年１月６日 控訴の提起（葛飾区へ控訴状が送達されたのは、同年３月 

27日） 

⑸ 令和７年６月17日 控訴審口頭弁論期日（弁論終結） 

⑹ 令和７年７月17日 控訴審判決言渡期日 
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特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決について 

 

                              総務課 

 

 次のとおり、特別障害者手当認定処分取消請求事件の判決があったため、報告する

もの 

 

１ 原告の主張 

  葛飾区長は原告に対し、令和６年３月28日付けで特別障害者の受給資格を認定し

たが、期間を２年とする有期認定（以下「本件有期認定」という。）となっており、

この認定は裁量を明らかに逸脱するもので違法である。 

２ 訴訟の内容 

 ⑴ 事件名 ※※※※※※※※※※ ※ 特別障害者手当認定処分取消請求事件 

 ⑵ 裁判所 東京地方裁判所 

⑶ 原告 

  ※※※※※※※※※※※※※※※ 

  ※※ ※※  

⑷ 被告 

 葛飾区 

⑸ 請求の趣旨 

  ア 葛飾区長が原告に対してした令和６年３月28日付け特別障害者手当認定処分

（以下「本件認定処分」という。）を取消す 

  イ 訴訟費用は被告の負担とする 

  との判決を求める。 

⑹ 判決の趣旨 

 ア 本件訴えを却下する。 

 イ 訴訟費用は原告の負担とする。 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .９ 

総 務 部 
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⑺ 判決の理由 

本件有期認定は、原告が特別障害者手当の受給資格を有する期間を２年に制限

したり、２年間の経過によって、原告に対する特別障害者手当の支給を当然に終

了させたりする法的効果を有するものではなく、また、将来の特定の時期におけ

る診断書等の提出をあらかじめ原告に義務付けるものでもないと認めるのが相当

であり、原告が求めたとおりに特別障害者手当の受給資格を認定し、受給権を発

生させる処分であると認められる。したがって、本件認定処分の取消しにより原

告に回復すべき権利利益があるとはいえないから、本件訴えは、訴えの利益を欠

き、不適法である。 

３ 事件の経過 

 ⑴ 令和６年12月６日 訴えの提起（葛飾区へ訴状が送達されたのは、同月９日） 

⑵ 令和７年１月22日 進行協議期日 

⑶ 令和７年４月15日 第１回弁論準備手続期日 

⑷ 令和７年６月25日 第２回弁論準備手続期日・口頭弁論期日（弁論終結） 

⑸ 令和７年８月６日 判決言渡期日 



 

 

 

組合保留床の譲渡に関する協定等について 

 

総合庁舎推進担当課 

総合庁舎技術担当課 

 

１ 趣旨 

立石駅北口地区に建設される東棟・西棟の建築工事請負契約について、立石駅北

口地区市街地再開発組合（以下「再開発組合」という。）と特定業務代行者の協議

が整ったため、以下のとおり報告する。 

これにあわせて、令和５年２月に再開発組合と区で締結した「組合保留床の譲渡

に関する協定書」の変更案についても協議が整ったため、以下のとおり報告する。 

また、再開発組合から、新たな資金計画案が示されたため、以下のとおり報告す

る。 

 

２ 建築工事請負契約について 

建築工事請負契約書案及び約款案 

別添資料１のとおり 

 

３ 組合保留床の譲渡に関する協定について 

協定書変更案  

別添資料２のとおり 

 

４ 資金計画案について 

  別添資料３のとおり 

 

 

 

庶務報 告  Ｎｏ .１ ０ 

総 務 部 

令和７年９月１８日 
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５ 今後のスケジュール 

令和７年10月 再開発組合と特定業務代行者との間で東棟・西棟の建築工事請負

契約締結 

区と再開発組合との間で変更協定の締結 

令和７年11月 東棟・西棟の建築工事着手 

  令和12年３月 工事完了 

2



※特定業務代行者との協議により内容が変更される場合があります。 

 

工 事 請 負 契 約 書（案） 
 

発  注  者     立石駅北口地区市街地再開発組合  と 
                          

請  負   者     鹿島・三井住友特定建設工事共同企業体  とは 
 

工  事  名       立石駅北口地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事（東西街区部分） 
 

          の施工について、次の条項と添付の工事請負契約約款、実施設計図書等、内訳書にもとづいて、

工事請負契約を締結する。 

 

 

１． 工 事 場 所    立石駅北口地区第一種市街地再開発事業施行区域内 

東京都葛飾区立石四丁目1000番、七丁目1000番 
 

     ２．工 期                     2025年(令和7年)11月1日から2030年(令和12年)3月29日まで 

       ※各街区の予定工期 

               ＜東街区：2025年(令和7年)11月1日～2030年(令和12年)3月29日＞ 

               ＜西街区：2025年(令和7年)11月1日～2030年(令和12年)3月29日＞ 

 

３.引 渡 し 日    2030年（令和12年）3月29日 

 

     ４．請 負 代 金 額                          金９２,４００,０００,０００円也 

 

     （内訳）   

東街区           金４７,６８５,０００,０００円也 

             うち  工事価格        金４３,３５０,０００,０００円也 

              取引に係る消費税及び地方消費税の額  金 ４,３３５,０００,０００円也  

 

              西街区           金４４,７１５,０００,０００円也 

             うち  工事価格        金４０,６５０,０００,０００円也 

              取引に係る消費税及び地方消費税の額  金 ４,０６５,０００,０００円也  
 

         （注）請負代金額は、工事価格に、取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えた額。 

 

      ５．請負代金の支払      

 (１）施設建築物等新築工事 

着 工 時：東街区  金〇,〇,〇,000円（工事価格〇,〇,〇,000円、消費税〇,〇,000円） 

     西街区  金〇,〇,〇,000円（工事価格〇,〇,〇,000円、消費税〇,〇,000円） 

但し、年度末に出来高が上記金額に達しない場合は、その差額を2026年２月末までに返金する 

第２回以降：各年度の３月の完了検査合格後、請負者の請求により１０営業日以内に、 

当該年度の出来高の１００％を支払う 

但し、最終回の支払いに関しては、竣工引渡し１か月後に前年度分以降の出来高の１００％ 

を支払うものとする 

各支払いはいずれも現金払いとする 

６．その他 

(１) 部分使用の有無(有・無)    

(２) 部分引渡の有無(有・無)  

     

(３) 瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めの 

有無(有・無) 

       (４)  この工事が、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号) 

第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合、同法第13条第1項の主務省令で定める 

事項については、添付別紙のとおりとする。 

 (５)  工事を施工しない日又は時間帯の定めの有無(有・無) (建設業法第19条第1項第4号) 

     （６） 本契約の履行において疑義が生じた場合は、下記文書の順位に則り、発注者と請負者は 

      互いに誠意をもって協議する。 

１） 契約書 

２） 工事請負契約約款 

３） 見積条件書（改訂版）  

４） 実施設計図書 

５） 工種別内訳書 

（７）請負代金額に変更がある場合、工事請負契約約款第３０条に基づき東街区および西街区を各々分

けて算出するものとし、変更後の工事内訳書および各種資料を提出する場合には、街区ごとに作

成するものとする。 

（８）発注者は、東街区を担当する請負者に対して、工事着工後、この工事内容の変更（VECD、施工方法等

を含む）及び当該変更に伴う請負代金額の減額（一部項目の増額によって当該変更全体で工事費低減

が達成されるものを含む）の提案を求めるものとする。この場合、発注者及び請負者は、誠実に協議、

検討し、工事費低減を図るものとする。 

（９）請負者は国土交通省が定めた特定建設工事共同企業体協定書（乙型）を締結し、分担施工方式に 

て工事を施工する。東街区の工事は鹿島建設株式会社、西街区は三井住友建設株式会社が担当す

る。 

（１０）請負者は市街地再開発事業の施行区域内にある公共施設部の一部を施工ヤードとして使用でき

るものとし、期間・範囲については、協議のうえ定めるものとする。 

 

この契約の証として本書２通を作り、当事者が記名押印をして、それぞれ１通を保有する。 

 

         ２０２５年１０月２０日 

 

発 注 者  東京都葛飾区立石七丁目3番18号 

       立石駅北口地区市街地再開発組合 

         理事長 德 田  昌 久 

             

 

           請 負 者  鹿島・三井住友建設立石駅北口地区特定業務代行共同企業体 内 

                 鹿島・三井住友特定建設工事共同企業体 
 

           代表者 

東京都港区赤坂六丁目5番11号 

鹿島建設株式会社東京建築支店 

専務執行役員支店長 吉岡 伸明 

 

           構成員 

東京都中央区佃二丁目1番6号 

三井住友建設株式会社東京建築支店 

専務執行役員支店長 加茂 裕之 
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組合保留床の譲渡に関する協定書（案） 
 

１ 立石駅北口地区市街地再開発組合(以下「甲」という。)と葛飾区(以下「乙」という。)とは、甲が都
市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号以下「法」という。)に基づき施行する立石駅北口地区第一種市街
地再開発事業(以下「本事業」という。)に係る権利変換計画(法第 72 条の規定により甲が作成する権利
変換計画をいう。)において、法第 108 条第 1 項第 1 号により甲が乙に譲渡する予定の施設建築物の部
分(以下「組合保留床」という。)に関して、次のとおり協定書を締結する。 

２ 令和５年２月６日付けで甲と乙が締結した「組合保留床の譲渡に関する協定書」は、廃止する。 
 
(目的) 
第１条 甲及び乙は、本事業により整備される組合保留床の概要及び甲から乙へ譲渡する予定の組合保

留床に関する事項を確認するため本協定書を締結する。 
 
(組合保留床の概要) 
第 2 条 甲が乙に譲渡する予定の組合保留床の概要は、次の表のとおりとする。 
 

組合保留床の概要 

施 設 建 築 物
(東棟)の専有
部分 

用途 構造 位置 専有部分面積 

庁舎、駐車場、 
アンテナ機械室 

鉄筋コンクリ
ート造 

地下 3 階から 
地上 13 階までの
一部、 
塔屋の一部 

22,371.20 ㎡及び 2 階、 
3 階 2,131.90 ㎡のうち
213190 分の 79584 

施 設 建 築 物
(東棟)の共用
部分の共有持
分 

庁舎共用部分（予定
面積 5,399.06 ㎡）
の共有持分 

2 階及び 3 階 ：1000000 分の 99799 のうち持分 
213190 分の 79584 

4 階     ：1000000 分の 100951 
5 階     ：1000000 分の 100694 
6 階     ：1000000 分の 99432 
8 階     ：1000000 分の 99432 
9 階     ：1000000 分の 99432 

10 階     ：1000000 分の 99432 
11 階     ：1000000 分の 99432 
12 階     ：1000000 分の 53312 
13 階     ：1000000 分の 40096 
アンテナ機械室：1000000 分の 1415 

庁舎・施設共用部分
（予定面積 1,035.15
㎡）の共有持分 

2 階及び 3 階 ：1000000 分の 94798 のうち持分 
213190 分の 79584 

4 階     ：1000000 分の 95892 
5 階     ：1000000 分の 95648 
6 階     ：1000000 分の 94450 
8 階     ：1000000 分の 94450 

協定書変更案 
（再開発組合と葛飾区で締結している庁舎床の譲渡に関する協定の変更案） 

 

別添資料２ 
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9 階     ：1000000 分の 94450 
10 階     ：1000000 分の 94450 
11 階     ：1000000 分の 94450 
12 階     ：1000000 分の 50640 
13 階     ：1000000 分の 38087 
アンテナ機械室：1000000 分の 1343 

全体共用部分（予定
面積 6,592.81 ㎡）
の共有持分 

2 階及び 3 階 ：1000000 分の 79965 のうち持分 
213190 分の 79584 

4 階     ：1000000 分の 80888 
5 階     ：1000000 分の 80683 
6 階     ：1000000 分の 79672 
8 階     ：1000000 分の 79672 
9 階     ：1000000 分の 79672 

10 階     ：1000000 分の 79672 
11 階     ：1000000 分の 79672 
12 階     ：1000000 分の 42717 
13 階     ：1000000 分の 32128 
アンテナ機械室：1000000 分の 1133 
駐車場    ：1000000 分の 156463 

施設建築物(東棟)の敷地（4,660.17
㎡）の共有持分 

2 階及び 3 階 ：1000000 分の 84973 のうち持分 
213190 分の 79584 

4 階     ：1000000 分の 85953 
5 階     ：1000000 分の 85735 
6 階     ：1000000 分の 84661 
8 階     ：1000000 分の 84661 
9 階     ：1000000 分の 84661 

10 階     ：1000000 分の 84661 
11 階     ：1000000 分の 84661 
12 階     ：1000000 分の 45392 
13 階     ：1000000 分の 34139 
アンテナ機械室：1000000 分の 362 
駐車場    ：1000000 分の 80098 

 
（組合保留床の用途、位置、専有面積及び譲渡予定価額） 
第 3 条 組合保留床の用途、位置、専有面積及び譲渡予定価額（消費税及び地方消費税相当額を含む。以

下同じ。)は、別表のとおりとする。 
２ 甲及び乙は、立石駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事の請負契約に次の規定

が定められ、当該規定に基づき請負契約の金額が変更される場合にあっては、変更後の金額を限度とし
て、組合保留床の譲渡予定価額について協議し、協議が整ったときは、譲渡予定価額を変更する。 

 

30



 
 

第 30 条  請負代金額の変更 

（１）次の各号の一にあたるときは、甲および乙は、各相手方に対して、その理由を明示して、必
要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。 

ａ 工事の追加または変更があったとき。 
ｂ 工期の変更があったとき。 
ｃ 第４条の関連工事の調整に従ったために、請負代金額に増減が生じたとき。 
ｄ 支給材料または貸与品について、品目、数量、受渡時期、受渡場所または返還場所の変

更があったとき。 
ｅ 契約期間内に予期することのできない法令の制定もしくは改廃または経済事情の激変

などによって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。 
ｆ ⻑期にわたる契約で、法令の制定・改廃、物価・賃金などの変動によって、甲が乙より

本請書を受領した時から１年を経過したのちの工事部分に対する請負代金相当額が適当
でないと認められるとき。 

ｇ 中止した工事または災害をうけた工事を続行する場合であって、請負代金額が明らか
に適当でないと認められるとき。 

（２）請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については、丙の承認を受けた
内訳書の単価により、増加部分については時価による。なお、工事の増加部分について、甲が
乙に対し、合理的な範囲で乙が提示した時価に対して説明を求めた場合、乙は甲に対して合
理的な範囲で当該時価の妥当性についての説明を行うものとする。 

 
第 30条の２  （東街区）物価・賃金などの変動による請負代金額の変更 

（１）前条（２）の規定に関わらず、同条（１）e 又は f に掲げる場合における東街区に係る請負
代金額の変更の算定は、国土交通省スライド条項マニュアル（国土交通省大臣官房技術調査
課「工事請負契約書第 25 条第１項〜第４項（全体スライド条項）運用マニュアル（暫定版）
（平成 25 年９月）」、「工事請負契約書第 26 条第５項（単品スライド条項）運用マニュアル
（案）（令和４年７月）」及び「賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第６項（インフ
レスライド条項）運用マニュアル（暫定版）（平成 26 年１月）」をいう。以下同じ。）に準拠し
て行う。 

（２）本条（１）の場合において、国土交通省スライド条項マニュアル中「官積算額」とあるのは、
甲が公共建築工事積算基準に準拠して作成し、国庫補助申請に関し国土交通省に提出した工
種別内訳書の額、又は基準日において当該内訳書と同様の方法で算定する額のことをそれぞ
れ云うものとする。 

 
 
３ 乙は、必要があると認めるときは、甲に対して、立石駅北口地区第一種市街地再開発事業施設建築物

等新築工事の請負契約に基づくスライド条項の適用を求めるものとする。 
４ 甲は、VECD により請負契約の金額が減額される場合にあっては、減額される額を組合保留床の譲

渡予定価額から減額する。ただし、VECD により請負契約の金額が減額されることに伴い、甲が受給
する補助金等が減額される場合にあっては、当該補助金等が減額される額については、組合保留床の譲
渡予定価額から減額しないものとする。 

５ 甲は、乙が必要と認めるときは、建設関連資材又は工事費の変動等について、乙が必要と認める資料
を乙に提供するものとする。 

６ 別表の組合保留床の譲渡予定価額に含まれる消費税及び地方消費税相当額は、税率を 10％として算

31



定したものとし、本事業の施行期間中に消費税及び地方消費税率が変更となった場合には、当該税率を
適用する場合の組合保留床の建物部分に関わる消費税及び地方消費税額の増減額を算定し、増減額分
につき譲渡予定価額を増額又は減額調整するものとする。 
 

(組合保留床譲渡契約) 
第４条 甲及び乙は、本協定書に基づく組合保留床譲渡契約（以下「譲渡契約」という。）を法第 100 条

に規定する工事完了公告の日までに締結するものとする。 
2 本協定書において確認された事項の他、組合保留床の譲渡代金の支払条件、契約の目的物の引渡条件

などの詳細は、甲乙間で別途協議の上、譲渡契約において定める。 
3 譲渡契約の締結に当たっては、葛飾区議会の議決を得た上で手続きを進めるものとする。 
 
(協議事項) 
第５条 本協定書に定めのない事項が生じたとき、又は本協定書の各条項の解釈について疑義が生じた

ときは、甲及び乙は相互に誠意をもって協議し解決するものとする。 
 

本協定書の締結を証するため、本書を 2 通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各 1 通を保有する。 
 

 年 月 日 
 

                     甲:東京都葛飾区立石七丁目３番 18 号 
                      立石駅北口地区市街地再開発組合 
                      理事⻑   德⽥ 昌久 
 
                     乙:東京都葛飾区立石五丁目 13 番 1 号 
                      葛飾区 

 葛飾区⻑  ⻘⽊ 克德 
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別表（第 3 条関係） 

用途 位置 専有面積（㎡） 

譲渡予定価額 

床予定価額
（千円） 

追加仕様費
等予定価額
（千円） 

庁舎 
3 階、エスカレーター、 

2 階エスカレーター乗り場
含む 

2,131.90 のうち 
持分 213190 分の 

79584 
1,338,926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,352,724 

庁舎 4 階 2,156.51 3,628,124 

庁舎 5 階 2,151.03 3,618,904 

庁舎 6 階 2,124.08 3,573,563 

庁舎 8 階 2,124.08 3,573,563 

庁舎 9 階 2,124.08 3,573,563 

庁舎 10 階 2,124.08 3,573,563 

庁舎 11 階 2,124.08 3,573,563 

庁舎 12 階 1,138.85 1,916,007 

庁舎 13 階 856.53 1,441,031 

アンテナ 
機械室 

塔屋 1 階 30.22 15,346 

駐車場 
1 階・地下 2 階 

・地下 3 階 
5,417.66 3,096,714 

合計 

22,371.20 及び 
2,131.90 のうち 

持分 213190 分の
79584 

32,922,867 2,352,724 
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再開発組合の資金計画案の内訳 

 

支出金 

項目 項目内訳 

金額 

（令和４年 12

月） 

金額 

（令和６年４

月） 

金額 

（令和６年 11

月） 

金額 

（令和７年２

月） 

金額 

（令和７年８

月） 

増減 

（令和７年２月と令

和７年８月の差） 

調査設計計画費 

事業計画作成費 6.21 億円 6.45 億円 6.45 億円 6.45 億円 6.45 億円 ０億円 

地盤調査費 0.23 億円 0.29 億円 0.29 億円 0.29 億円 0.29 億円 ０億円 

建築設計費 34.49 億円 29.10 億円 29.10 億円 29.10 億円 29.10 億円 ０億円 

権利変換計画作成費 5.79 億円 6.64 億円 6.64 億円 6.64 億円 6.64 億円 ０億円 

土地整備費 
除却費 19.40 億円 48.80 億円 54.22 億円 54.22 億円 54.22 億円 ０億円 

整地費 0.63 億円 0.63 億円 0.63 億円 0.63 億円 0.63 億円 ０億円 

補償費 

用地補償費 12.70 億円 13.99 億円 13.99 億円 13.99 億円 13.99 億円 ０億円 

建物補償費 4.13 億円 4.56 億円 4.56 億円 4.56 億円 4.56 億円 ０億円 

その他補償費 99.93 億円 94.79 億円 94.79 億円 94.79 億円 94.79 億円 ０億円 

 

 

工事費 

 

（工事費計） 

建築工事費 
西棟 325.89 億円 437.80 億円 447.15 億円 447.15 億円 465.30 億円 18.15 億円 

東棟 246.19 億円 376.24 億円 452.87 億円 452.87 億円 471.42 億円 18.55 億円 

公共施設工事費 63.54 億円 81.29 億円 89.43 億円 89.43 億円 95.70 億円 6.27 億円 

その他工事費 60.43 億円 29.31 億円 15.16 億円 21.86 億円 8.07 億円 ▲13.79 億円 

 （696.05 

億円） 

（924.64 

億円） 

（1,004.61

億円） 

（1,011.31

億円） 

（1,040.49

億円） 

（29.18 億円） 

借入金利子 13.62 億円 13.62 億円 13.62 億円 13.62 億円 13.62 億円 ０億円 

事務費 21.62 億円 24.53 億円 24.55 億円 24.55 億円 24.55 億円 ０億円 

その他 17.90 億円 17.90 億円 19.90 億円 19.90 億円 17.94 億円 ▲1.96 億円 

合計 932.70 億円 1,185.94 億円 1,273.35 億円 1,280.05 億円 1,307.27 億円 27.22 億円 
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収入金 

項目 項目内訳 

金額 

(令和４年

12月) 

金額 

(令和６年

４月) 

金額 

(令和６年

11月) 

金額 

(令和７年

２月) 

金額 

(令和７年

８月) 

増減 

（令和７年２月

と令和７年８月

の差） 

補助金 

補助金（交付金） 245.38 億円 303.23 億円 328.79 億円 330.50 億円 341.43 億円 10.93 億円 

その他補助金（区補助

金） 

0.10 億円 0.10 億円 0.10 億円 0.10 億円 0.10 億円 ０億円 

 

 

緊急促進補助金 

 

（補助金合計） 

政策課題対応タイプ（当

初補助対象分） 
10.45 億円 27.89 億円 36.62 億円 36.49 億円 38.05 億円 1.56 億円 

地域活性化タイプ 

（物価上昇対応分） 
０億円 45.42 億円 39.84 億円 51.76 億円 51.76 億円 ０億円 

 (255.93 億円) (376.64 億円) (405.35 億円) (418.85 億円) (431.34 億円) (12.49 億円) 

公共施設管理者負担金 113.83 億円 152.39 億円 158.01 億円 158.01 億円 163.71 億円 5.70 億円 

 

 

 

 

保留床処分金等 

 

 

 

（保留床処分金等合計） 

参加組合員負担金 244.11 億円 262.31 億円 269.11 億円 262.31 億円 271.34 億円 9.03 億円 

区 床取得 267.13 億円 294.29 億円 329.23 億円 329.23 億円 329.23 億円 ０億円 

区 床取得（仕様追加） ０億円 17.87 億円 23.20 億円 23.20 億円 23.20 億円 ０億円 

都 床取得 28.99 億円 31.94 億円 35.76 億円 35.76 億円 35.76 億円 ０億円 

都 床取得（仕様追加） ０億円 0.56 億円 0.75 億円 0.75 億円 0.75 億円 ０億円 

（区・都合計） 
(296.12 億

円） 

(344.66 億

円） 

(388.94 億

円） 

(388.94 億

円） 

(388.94 億

円） 

(０億円） 

その他増床・特定分譲 22.71 億円 20.43 億円 20.43 億円 20.43 億円 20.43 億円 ０億円 

 (562.94 億円) (627.40 億円) (678.48 億円) (671.68 億円) (680.71 億円) (9.03 億円) 

その他収入 ０億円 29.51 億円 31.51 億円 31.51 億円 31.51 億円 ０億円 

合計 932.70 億円 1,185.94 億円 1,273.35 億円 1,280.05 億円 1,307.27 億円 27.22 億円 

 

3
5



 

 
 
 
 

専決処分（契約変更）の報告について 

 

契約管財課 

報告 

番号 
専決処分事項 契約の相手 変更内容 

１ 

東金町一丁目西地区市街地再開発

事業に係る自転車駐車場用土地及

び建物の買入れの変更 

東金町一丁目西地区

市街地再開発組合 

変更前契約金額 

 ８億3,123万4,400円 

変更後契約金額 

 ８億3,271万1,700円 

２ 

都市計画道路補助第 276 号線（一

口橋南）整備（その２）工事請負

契約の変更 

尾花興業株式会社 

変更前契約金額 

 ２億3,980万円 

変更後契約金額 

 ２億5,029万9,500円 

３ 

都市計画道路補助第 284 号線（東

新小岩北）整備（その３）及び排

水施設（その４）工事請負契約の

変更 

尾花興業株式会社 

変更前契約金額 

３億1,130万円 

変更後契約金額 

 ３億2,404万7,900円 

 

庶務報告 Ｎｏ .１１ 

総 務 部 

令和７年９月１８日 

- 1 -



専決処分（契約変更）の報告について 

 

１ 専決処分事項 

  東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る自転車駐車場用土地及び建物の買入れの

変更 

 

２ 契約の相手 

東京都葛飾区東金町一丁目17番２号 

   東金町一丁目西地区市街地再開発組合 

    理事長 坂本自動車株式会社 代表取締役 宮 下 敦 之 

 

３ 変更内容 

 ⑴ 変更前契約金額 

８億3,123万4,400円 

⑵ 変更後契約金額 

８億3,271万1,700円 

 

４ 変更理由  

 自転車駐車場の空き状況が分かる表示灯の設置やシャッタースイッチの増設が必要と

なったため、買入れ金額が増額となった。 

 

５ 専決処分年月日 

令和７年７月１日 

- 2 -

報告番号１



- 3 -

案　内　図

東金町一丁目西地区市街地再開発事業に係る
自転車駐車場用土地及び建物の買入れ

対象箇所：東金町一丁目3700番

理
科
大
学
通
り

葛飾にいじゅくみらい
　　公園運動場

金町中学校

金町駅

JR常
磐線

水
戸
街
道

花の木小学校
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自転車駐車場入口拡大図

シャッター（４箇所）

自転車駐車場の空き状況が分かる表示灯（２箇所）
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管理室（シャッタースイッチ増設）

自転車駐車場エリア



専決処分（契約変更）の報告について 

 

１ 専決処分事項 

  都市計画道路補助第276号線（一口橋南）整備（その２）工事請負契約の変更 

 

２ 契約の相手 

  東京都葛飾区東新小岩七丁目24番12号 

尾花興業株式会社 

代表取締役  尾 花 弘 行 

 

３ 変更内容 

 ⑴ 変更前契約金額 

２億3,980万円 

⑵ 変更後契約金額 

２億5,029万9,500円 

 

４ 変更理由  

⑴ 令和６年度公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用した。 

⑵ 土質試験の結果を受け、舗装下の地盤強度を高める必要があったため、固化材添加

量を増量した。 

⑶ 沿道の利用形態の変更に合わせ、車両の乗り入れに対応できるよう一部の歩道舗装

構造を見直した。 

 

５ 専決処分年月日 

令和７年７月18日 

- 6 -

報告番号２



- 7 -

案　内　図

都市計画道路補助第276号線（一口橋南）整備（その２）工事

新
中
川

高砂駅京成本線

高砂北集い交流館

東
用
水
せ
せ
ら
ぎ
通
り

高砂けやき学園

高砂諏訪橋

工事箇所：高砂二丁目29番先から細田三丁目35番先まで

高砂橋

- 7 -



専決処分（契約変更）の報告について 

 

１ 専決処分事項 

  都市計画道路補助第284号線（東新小岩北）整備（その３）及び排水施設（その４）

工事請負契約の変更 

 

２ 契約の相手 

  東京都葛飾区東新小岩七丁目24番12号 

尾花興業株式会社 

代表取締役  尾 花 弘 行 

 

３ 変更内容 

 ⑴ 変更前契約金額 

３億1,130万円 

⑵ 変更後契約金額 

３億2,404万7,900円 

 

４ 変更理由  

⑴ 労務単価及び資材価格が上昇したため、工事請負契約約款に規定する全体スライド

条項を適用した。 

⑵ 地中に鉄くずやコンクリートガラ等が大量に混在し、分別することが困難であった

ため、混合廃棄物として処分を行った。 

⑶ 施工帯と車道を分離する移動型ガードレールの一部について、区が保有しているも

のを使用することとした。 

 

５ 専決処分年月日 

令和７年８月12日 

- 8 -

報告番号３
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案　内　図

都市計画道路補助第284号線（東新小岩北）整備（その３）及び
排水施設（その４）工事  

工事箇所：東新小岩四丁目11番先から奥戸一丁目22番先まで

　上小松小学校

　奥戸小学校

　奥戸地区図書館

西
井
堀
緑
道

　奥戸しらさぎ公園

- 9 -



 

 

 

工事契約について 

  

                        契約管財課 

庶務報告 Ｎｏ.１２ 

総 務 部 

令和７年９月１８日 

報告 
番号 

工 事 件 名 
（工 事 箇 所） 

工 事 概 要 
契約の方法 

契約金額（円） 
契 約 の 相 手 

契 約 年 月 日 
工     期 

１ 

柴又学び交流館給排水衛生
設備改修その他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（柴又五丁目33番８号） 

衛生器具設備工事 
 
給水設備工事 
 
給湯設備工事 
 
排水設備工事 
 

施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 

 
 
 

 
 
 

125,378,000 

葛飾区東水元 
一丁目18番15号 

 
 
株式会社松崎工業 
 
代表取締役 
 
 松崎 健一 

令和７年６月27日 
 
 
令和８年６月30日 
 

２ 

東立石児童遊園改修工事 
 
 
 
 
 
 
 
 
（東立石四丁目45番５号） 

工事面積：414.61㎡ 
 
土留：32.20ｍ 
 
複合遊具 １基 
 
分電盤 １面 
 

施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 
 

 
 
 
 
 

77,495,000 

葛飾区亀有 
三丁目３番11号 

 
 
東洋グリーン産業株式会
社 
 
代表取締役  
 
竹嶋 功雄 

令和７年６月27日 
 
 
令和８年３月６日 
 

３ 

亀有中学校トイレ改修その
他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（亀有一丁目23番１号） 

校舎棟東側トイレ全
面改修工事 
 
校舎棟西側トイレ洋
式化工事 
 
 

施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 

 
 
 
 
 
 

101,046,000   

葛飾区新小岩 
四丁目24番11号 

 
 
株式会社佐藤工務店 
 
代表取締役  
 
佐藤 正則 

令和７年７月３日 
 
 
令和８年１月30日 
 

４ 

亀有二丁目公園改修工事 
 
 
 
 
 
 
 
 
（亀有二丁目２番７号） 

工事面積：1,225.00
㎡ 
 
木製複合遊具 １基 
 
Ｌ形擁壁基礎：98.70
ｍ 
 
擬石縁石：104.00ｍ 
 

施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 
 

 
 

 
 

 
132,550,000 

葛飾区青戸 
八丁目５番16号 

 
 
株式会社山溪緑地 
 

代表取締役  
 
松田 太郎 

令和７年７月17日 
 
 
令和８年３月12日 
 

- 1 -



 

報告 
番号 

件     名 
（履 行 場 所） 

概    要 
契約の方法 

契約金額（円） 
契 約 の 相 手 

契 約 年 月 日 
工     期 

５ 

西水元四丁目ほか道路修繕
（舗装・Ｌ形）工事 
 
 
 
 
 
 
（西水元四丁目11番先から
13番先まで ほか２箇所） 

 

車道舗装工事 
面積：1,766.00㎡ 
 

公募型指名競
争入札 

 
 

 
 
 
 
 

62,150,000 
 

葛飾区水元 
三丁目９番14号 

 
 
有限会社丸和建設工業 
 

代表取締役 
 
町田 裕司 

 

令和７年７月23日 
 
 
令和８年２月16日 

６ 

東四つ木工場ビル昇降機設
備改修その他工事 
 
 
 
 
 
 
（東四つ木一丁目22番１号
） 
 

昇降機の制御リニュ
ーアル工事 
 
既存不適格解消工事 

随意契約 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,617,000 
 

港区白金 
一丁目17番３号 

 
フジテック株式会社 首
都圏統括本部 
 
執行役員首都圏統括本部
長 
 
向井 晴昭 

令和７年７月24日 
 
 
令和８年９月30日 
 

７ 

葛飾にいじゅくみらい公園
等ほか照明改修（ＬＥＤ化
）工事 
 
 
 
 
 
（新宿六丁目３番２号 ほ
か18箇所） 
 

公園灯ＬＥＤ化改修
工事 
灯数 103基 

公募型指名競
争入札 

 
 
 
 
 
 
 

135,811,720 

葛飾区四つ木 
四丁目20番７号 

 
 
国弘電設株式会社 
 
代表取締役 
 
國府田 進 

令和７年７月25日 
 
 
令和８年３月12日 
 

８ 

柴又学び交流館内装改修そ
の他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（柴又五丁目33番８号） 
 

内装改修工事 施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 

 
 
 

 
 

 
128,965,000 

葛飾区西水元 
二丁目11番11号 

 
 
株式会社大和建設 
 
代表取締役  
 
小川 和男 

令和７年７月25日 
 
 
令和８年６月30日 
 

９ 

亀有集い交流館トイレ改修
その他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（亀有一丁目24番３号） 

 

トイレ改修工事 
 
 

公募型指名競
争入札 

 
 

 
 
 
 
 

44,748,000 
 

葛飾区東金町 
五丁目36番６号 

 
 
ＪＢＳ株式会社 
 
代表取締役 
 
玉山 和治 

令和７年７月28日 
 
 
令和８年２月25日 

- 2 -



 

報告 
番号 

件     名 
（履 行 場 所） 

概    要 
契約の方法 

契約金額（円） 
契 約 の 相 手 

契 約 年 月 日 
工     期 

10 

中央図書館照明設備改修そ
の他工事 
 
 
 
 
 
 
 
（金町六丁目２番１号） 

電灯設備工事 施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 

 
 

 
 
 
 

102,850,000 
102,850,000 

葛飾区東立石 
四丁目45番５号 

 
 
工藤電業株式会社 
 
代表取締役   
 
工藤 賢作 

令和７年８月１日 
 
 
令和８年３月13日 

11 

全国みどりと花のフェアか
つしかメイン会場整備等工
事 
 
 
 
 
 
 
（新宿六丁目３番２号） 
 

工事面積：8,015.00
㎡ 
 
張芝：8,015.00㎡ 
 
注意板 ６基 
 
ろ過機整備 １箇所 

公募型指名競
争入札 
 
 
 
 
 
 
 

66,000,000 

葛飾区宝町 
二丁目35番18号 

 
 
葛飾エクステリア株式会
社 
 

代表取締役 
 
小鹿 昭 

令和７年８月６日 
 
 
令和８年３月17日 
 

12 

立石さくら通り道路改修
（その３）工事 
 
 
 
 
 
 
（立石五丁目15番先から立
石六丁目６番先まで） 
 

車道舗装工事 
面積：1,039.00㎡ 
 
歩道舗装工事 
面積：728.00㎡ 

施工能力審査
型総合評価一
般競争入札 

 
 

 
 
 
 

105,380,000 

葛飾区東新小岩 
七丁目24番12号 

 
 
尾花興業株式会社 
 
代表取締役 
 
尾花 弘行 

令和７年８月19日 
 
 
令和８年３月６日 
 

13 

西水元四丁目ほか道路修繕
（舗装・Ｌ形）工事 
 
 
 
 
（西水元四丁目16番先から
西水元三丁目30番先まで 
ほか２箇所） 
 

車道舗装工事 
面積：1427.00㎡ 
 
歩道舗装工事 
面積：336.00㎡ 

公募型指名競
争入札 

 
 
 
 

 
 

 
62,768,200 

葛飾区南水元 
一丁目６番１号 

 
 
株式会社英組 
 
代表取締役 
 
高橋 英樹 

令和７年８月26日 
 
 
令和８年３月13日 
 

14 

全国みどりと花のフェアか
つしかサテライト会場花壇
整備等工事   
 
 
 
 
 
（白鳥二丁目１番１号 ほ
か１箇所） 

 

工事面積：1,085.30
㎡ 
 
掲示板 13基 
 
花壇：63.60ｍ 
 
張芝：966.00㎡ 

公募型指名競
争入札 

 
 

 
 
 
 
 

42,570,000 
 

葛飾区堀切 
八丁目22番７号 

 
 
株式会社相川造園 
 
代表取締役 
 
 相川 正吾 

令和７年９月１日 
 
 
令和８年２月18日 

- 3 -



工事契約報告事項
工事箇所図

- 4 -

工事契約報告事項
工事箇所図

５　西水元四丁目ほか道路修繕（舗装・Ｌ形）工事

　　西水元四丁目11番先から13番先まで
　　ほか２箇所

４　亀有二丁目公園改修工事　
　
　　亀有二丁目２番７号

２　東立石児童遊園改修工事

　　東立石四丁目45番５号

１　柴又学び交流館給排水衛生設備改修その他工事
８　柴又学び交流館内装改修その他工事
　　
　　柴又五丁目33番８号

６　東四つ木工場ビル昇降機設備改修その他工事
　　
　　東四つ木一丁目22番１号

３　亀有中学校トイレ改修その他工事
　　
　　亀有一丁目23番１号

９　亀有集い交流館トイレ改修その他工事　
　
　　亀有一丁目24番３号

10　中央図書館照明設備改修その他工事
　　
　　金町六丁目２番１号

11　全国みどりと花のフェアかつしかメイン
    会場整備等工事　
　
　　新宿六丁目３番２号

12　立石さくら通り道路改修（その３）工事　
　
　　立石五丁目15番先から立石六丁目６番先まで

13　西水元四丁目ほか道路修繕（舗装・Ｌ形）工事

　　西水元四丁目16番先から西水元三丁目30番先まで　
　　ほか２箇所

14　全国みどりと花のフェアかつしかサテライト
    会場花壇整備等工事 　
　
　　白鳥二丁目１番１号　ほか１箇所



工事契約報告事項
工事箇所図

- 5 -

工事契約報告事項
工事箇所図

７　葛飾にいじゅくみらい公園等ほか照明改修（ＬＥＤ化）工事
　　
　　新宿六丁目３番２号　ほか18箇所



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000001930

件　　名 柴又学び交流館給排水衛生設備改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区柴又五丁目33番８号

工　　期 令和７年６月30日から令和８年６月30日まで　242日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年６月９日

開札日時 令和７年６月26日　14時00分　電子入札

落札者名
株式会社松崎工業
代表取締役  松崎　健一
東京都葛飾区東水元一丁目18番15号

落札金額 125,378,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

有限会社木村工業所 21.5 辞退

株式会社東和エンジニアリング 20.5 辞退

株式会社松崎工業 125,378,000 0.0 17.0 17.0 落札

予定価格 125,510,000 円

- 6 -

報告番号１



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000001948

件　　名 東立石児童遊園改修工事

履行場所 東京都葛飾区東立石四丁目45番５号

工　　期 令和７年６月30日から令和８年３月６日まで　160日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年６月９日

開札日時 令和７年６月26日　13時30分　電子入札

落札者名
東洋グリーン産業株式会社
代表取締役　竹嶋　功雄
東京都葛飾区亀有三丁目３番11号

落札金額 77,495,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

株式会社相川造園 24.0 辞退

葛飾エクステリア株式会社 19.5 辞退

株式会社桂造園 18.5 辞退

株式会社山溪緑地 24.0 辞退

東洋グリーン産業株式会社 77,495,000 0.1 21.5 21.6 落札

株式会社優造園 77,649,000 0.0 19.5 19.5

予定価格 77,655,600 円

- 7 -

報告番号２



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000001981

件　　名 亀有中学校トイレ改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区亀有一丁目23番１号

工　　期 令和７年７月７日から令和８年１月30日まで　137日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年６月16日

開札日時 令和７年７月３日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社佐藤工務店
代表取締役　佐藤　正則
東京都葛飾区新小岩四丁目24番11号

落札金額 101,046,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

株式会社金子工務店 20.5 辞退

小金建工株式会社 19.5 辞退

株式会社佐藤工務店 101,046,000 5.8 22.0 27.8 落札

株式会社大和建設 22.5 辞退

株式会社トクエイ 100,800,700 6.0 18.0 24.0

予定価格 108,059,600 円

- 8 -

報告番号３



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002042

件　　名 亀有二丁目公園改修工事

履行場所 東京都葛飾区亀有二丁目２番７号

工　　期 令和７年７月18日から令和８年３月12日まで　150日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年６月27日

開札日時 令和７年７月16日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社山溪緑地
代表取締役　松田　太郎
東京都葛飾区青戸八丁目５番16号

落札金額 132,550,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

株式会社相川造園 132,781,000 0.0 22.5 22.5

株式会社桂造園 18.5 辞退

株式会社山溪緑地 132,550,000 0.2 24.0 24.2 落札

東洋グリーン産業株式会社 21.5 辞退

株式会社優造園 18.0 辞退

予定価格 132,897,600 円

- 9 -

報告番号４



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 68,413,400 円

有限会社丸和建設工業 62,150,000 落札

宗明建設株式会社 最低制限価格割れ

備考

有限会社小針土木 辞退

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和７年７月22日　13時30分　電子入札

落札者名
有限会社丸和建設工業
代表取締役　町田　裕司
東京都葛飾区水元三丁目９番14号

落札金額 62,150,000 円

工　　期 令和７年７月24日から令和８年２月16日まで　130日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年７月８日

案件番号 0000002059

件　　名 西水元四丁目ほか道路修繕（舗装・Ｌ形）工事

履行場所 東京都葛飾区西水元四丁目11番先から13番先まで　ほか２箇所

- 10 -

報告番号５



令和７年度 見積経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 67,617,000 円

備考

フジテック株式会社 首都圏統括本部 67,617,000 決定

項
番

企業名
第1回目

見積価格（円）
第2回目

見積価格（円）
第3回目

見積価格（円）
第4回目

見積価格（円）

見積書提出期限・提出先 令和７年７月23日　16時00分　葛飾区役所７階契約管財課

決定者名
フジテック株式会社　首都圏統括本部
執行役員首都圏統括本部長　向井　晴昭
東京都港区白金一丁目17番３号

決定金額 67,617,000 円

工　　期 令和７年７月25日から令和８年９月30日まで　285日間

契約方法 随意契約

資料配付日 令和７年７月17日

案件番号 0000002160

件　　名 東四つ木工場ビル昇降機設備改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区東四つ木一丁目22番１号

- 11 -

報告番号６



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002051

件　　名 葛飾にいじゅくみらい公園等ほか照明改修（ＬＥＤ化）工事

履行場所 東京都葛飾区新宿六丁目３番２号　ほか18箇所

工　　期 令和７年７月28日から令和８年３月12日まで　145日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年７月７日

開札日時 令和７年７月24日　13時30分　電子入札

落札者名
国弘電設株式会社
代表取締役　國府田　進
東京都葛飾区四つ木四丁目20番７号

落札金額 135,811,720 円

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）
備考

株式会社オプテック　東京営業所 最低制限価格割れ

共栄電設工業株式会社 辞退

工藤電業株式会社 辞退

国弘電設株式会社 135,811,720 落札

有限会社ＫＨＹテクノ 辞退

大豊電設株式会社 辞退

株式会社大洋電設 辞退

高野電気工業株式会社 辞退

株式会社テクノサイシング 辞退

有限会社中村電気 辞退

予定価格 135,811,720 円

- 12 -

報告番号７



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002067

件　　名 柴又学び交流館内装改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区柴又五丁目33番８号

工　　期 令和７年７月28日から令和８年６月30日まで　223日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年７月４日

開札日時 令和７年７月24日　13時30分

落札者名
株式会社大和建設
代表取締役　小川　和男
東京都葛飾区西水元二丁目11番11号

落札金額 128,965,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

株式会社金子工務店 138,050,000 0.9 22.0 22.9

ＪＢＳ株式会社 15.0 辞退

株式会社大和建設 128,965,000 6.8 21.5 28.3 落札

株式会社トクエイ 130,020,000 6.1 16.5 22.6

予定価格 139,527,410 円

- 13 -

報告番号８



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 48,966,500 円

有限会社ヤジマ装芸 辞退

株式会社トクエイ 47,960,000

株式会社東葛長谷工務店 44,869,000

ＪＢＳ株式会社 44,748,000 落札

備考

小金建工株式会社 辞退

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和７年７月25日　13時30分　電子入札

落札者名
ＪＢＳ株式会社
代表取締役　玉山　和治
東京都葛飾区東金町五丁目36番６号

落札金額 44,748,000 円

工　　期 令和７年７月29日から令和８年２月25日まで　138日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年７月11日

案件番号 0000002120

件　　名 亀有集い交流館トイレ改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区亀有一丁目24番３号

- 14 -

報告番号９



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002110

件　　名 中央図書館照明設備改修その他工事

履行場所 東京都葛飾区金町六丁目２番１号

工　　期 令和７年８月４日から令和８年３月13日まで　146日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年７月11日

開札日時 令和７年７月31日　13時30分

落札者名
工藤電業株式会社
代表取締役  工藤　賢作
東京都葛飾区東立石四丁目45番５号

落札金額 102,850,000 円

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値 備考

共栄電設工業株式会社 辞退

工藤電業株式会社 102,850,000 0.0 22.5 22.5 落札

有限会社ＫＨＹテクノ 95,713,926 6.3 15.0 21.3

大豊電設株式会社 辞退

株式会社大洋電設 辞退

高野電気工業株式会社 辞退

株式会社テクノサイシング 辞退

有限会社中村電気 辞退

予定価格 102,918,200 円

- 15 -

報告番号10



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

案件番号 0000002146

件　　名 全国みどりと花のフェアかつしかメイン会場整備等工事

履行場所 東京都葛飾区新宿六丁目３番２号

工　　期 令和７年８月７日から令和８年３月17日まで　140日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年７月18日

開札日時 令和７年８月５日　14時00分　電子入札

落札者名
葛飾エクステリア株式会社
代表取締役　小鹿　昭
東京都葛飾区宝町二丁目35番18号

落札金額 66,000,000 円

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）
備考

葛飾エクステリア株式会社 66,000,000 落札

株式会社桂造園 辞退

株式会社山溪緑地 辞退

東洋グリーン産業株式会社 66,055,000

株式会社優造園 辞退

予定価格 66,116,600 円
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報告番号11



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 112,209,900 円

有限会社小針土木 辞退

備考

尾花興業株式会社 105,380,000 5.4 21.0 26.4 落札

項
番

企業名 入札価格（円） 価格点
施工能力
評価点

評価値

開札日時 令和７年８月18日　13時30分　電子入札

落札者名
尾花興業株式会社
代表取締役　尾花　弘行
東京都葛飾区東新小岩七丁目24番12号

落札金額 105,380,000 円

工　　期 令和７年８月20日から令和８年３月６日まで　130日間

入札方法 施工能力審査型総合評価一般競争入札

資料配付日 令和７年７月22日

案件番号 0000002140

件　　名 立石さくら通り道路改修（その３）工事

履行場所 東京都葛飾区立石五丁目15番先から立石六丁目６番先まで

- 17 -

報告番号12



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 69,436,400 円

株式会社ワイオリ 66,000,000

株式会社英組 62,768,200 落札

宗明建設株式会社 62,920,000

備考

尾花興業株式会社 辞退

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和７年８月25日　13時30分　電子入札

落札者名
株式会社英組
代表取締役　高橋　英樹
東京都葛飾区南水元一丁目６番１号

落札金額 62,768,200 円

工　　期 令和７年８月27日から令和８年３月13日まで　130日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年８月４日

案件番号 0000002247

件　　名 西水元四丁目ほか道路修繕（舗装・Ｌ形）工事

履行場所 東京都葛飾区西水元四丁目16番先から西水元三丁目30番先まで　ほか２箇所
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報告番号13



令和７年度 入札経過調書

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※表示価格は、全て税込みである。

予定価格 42,842,800 円

株式会社優造園 42,790,000

株式会社山溪緑地 42,680,000

株式会社桂造園 辞退

備考

株式会社相川造園 42,570,000 落札

項
番

企業名
第1回目

入札価格（円）
第2回目

入札価格（円）
第3回目

入札価格（円）
第4回目

入札価格（円）

開札日時 令和７年８月29日　14時30分　電子入札

落札者名
株式会社相川造園
代表取締役　相川　正吾
東京都葛飾区堀切八丁目22番７号

落札金額 42,570,000 円

工　　期 令和７年９月２日から令和８年２月18日まで　110日間

入札方法 公募型指名競争入札

資料配付日 令和７年８月18日

案件番号 0000002280

件　　名 全国みどりと花のフェアかつしかサテライト会場花壇整備等工事

履行場所 東京都葛飾区白鳥二丁目１番１号ほか１箇所

- 19 -

報告番号14



1 

 

 

令和６年度特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損について 

 

収納対策課  

 

１ 概要 

  令和６年度調定の特別区税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料につい

て、納税者又は納付義務者の無財産などにより徴収できなかったもの及び時効によ

り徴収権が消滅したものの不納欠損処理を行ったため報告するもの 

 

２ 不納欠損の事由 

（１）執行停止（３年）・・・地方税法第15条の７第４項 

   以下の理由により、滞納処分の執行を停止した場合で、その期間が３年間継続

したとき。 

ア 滞納処分できる財産がないとき。 

イ 滞納処分により生活が著しく困窮する恐れがあるとき。 

ウ 所在・財産が不明なとき。 

（２）執行停止（即時）・・・地方税法第15条の７第５項 

無財産で、生活保護受給、相続人皆無など徴収金を徴収できないことが明らか

なとき。 

（３）消滅時効 

   ア 特別区税・・・地方税法第18条  

 法定納期限の翌日から起算して、５年を経過したとき。 

   イ 国民健康保険料・・・国民健康保険法第110条 

法定納期限の翌日から起算して、２年を経過したとき。 

   ウ 後期高齢者医療保険料・・・高齢者の医療の確保に関する法律第160条 

 法定納期限の翌日から起算して、２年を経過したとき。 
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３ 不納欠損額 

（１）特別区税         81,583千円（4,069件） 

   ア 特別区民税        79,505千円（3,512件） 

   イ 軽自動車税         2,078千円（557件） 

   ウ 特別区たばこ税         0千円（0件） 

   エ 入湯税             0千円（0件） 

（２）国民健康保険料  904,225千円（68,669件） 

（３）後期高齢者医療保険料   16,218千円（1,795件） 

内訳は別紙のとおり 

 

４ 処理方法 

葛飾区会計事務規則第46条により処理した。 



別紙

　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数

無財産 1,858 80 48,602 1,727 50,460 1,807

生活困窮 444 13 444 13

所在・財産不明 664 49 664 49

合計 2,966 142 48,602 1,727 51,568 1,869

無財産 0 0 25,535 1,765 25,535 1,765

生活困窮 0 0 0 0

所在・財産不明 0 0 0 0

合計 0 0 25,535 1,765 25,535 1,765

無財産 0 0 1,101 42 1,101 42

生活困窮 0 0 0 0

所在・財産不明 0 0 0 0

合計 0 0 1,101 42 1,101 42

　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数 　金額(千円） 件数

令和６年度 2,966 142 48,602 1,727 51,568 1,869 30,015 2,200 81,583 4,069

令和５年度 11,684 544 99,190 6,127 110,874 6,671 24,892 2,123 135,766 8,794

増減 △ 8,718 △ 402 △ 50,588 △ 4,400 △ 59,306 △ 4,802 5,123 77 △ 54,183 △ 4,725

増減率(%) △ 74.6 △ 73.9 △ 51.0 △ 71.8 △ 53.5 △ 72.0 20.6 3.6 △ 39.9 △ 53.7

令和６年度 0 0 25,535 1,765 25,535 1,765 878,690 66,904 904,225 68,669

令和５年度 0 0 174,199 10,180 174,199 10,180 407,776 30,608 581,975 40,788

増減 0 0 △ 148,664 △ 8,415 △ 148,664 △ 8,415 470,914 36,296 322,250 27,881

増減率(%) - - △ 85.3 △ 82.7 △ 85.3 △ 82.7 115.5 118.6 55.4 68.4

令和６年度 0 0 1,101 42 1,101 42 15,117 1,753 16,218 1,795

令和５年度 0 0 5,958 391 5,958 391 10,303 1,520 16,261 1,911

増減 0 0 △ 4,857 △ 349 △ 4,857 △ 349 4,814 233 △ 43 △ 116

増減率(%) - - △ 81.5 △ 89.3 △ 81.5 △ 89.3 46.7 15.3 △ 0.3 △ 6.1

（１）特別区税　　　　　 

（２）国民健康保険料

区分

（３）後期高齢者医療
　　　保険料

１　不納欠損事由別内訳

２　前年度との比較

執行停止

執行停止

計

（３）後期高齢者医療
　　　保険料

区分

81,583

904,225

4,069

68,669

消滅時効

30,015 2,200

878,690 66,904

3

消滅時効 合計
第４項（３年） 第５項（即時）

15,117 1,753 16,218 1,795

計

合計
第４項（３年） 第５項（即時）

（１）特別区税　　　　　 

（２）国民健康保険料



 

 

 

差押債権取立請求事件に係る訴えの取下げについて 

 

                              収納対策課 

 

令和７年第１回区議会定例会において専決処分の報告をした差押債権取立請求事件

について、次のとおり訴えを取り下げたため、報告するもの 

 

１ 訴訟の内容 

⑴ 事件名 令和７年・・・・・・・・・差押債権取立請求事件 

⑵ 裁判所 東京簡易裁判所 

⑶ 訴訟物の価額 金126万0000円 

⑷ 当事者 

 ア 原告  飾区 

 イ 被告 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 

            ・・・・・・・ 

⑸ 請求の趣旨 

 ア 被告は、原告に対し、金126万0000円及びこれに対する訴状送達日の翌日から

支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

イ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

との判決並びに前号について仮執行宣言を求める。 

２ 取下げの理由 

  被告が令和７年６月11日に訴訟物の価額である126万0000円、令和７年６月20日に 

 遅延損害金1万2117円を区に支払ったため 

３ 経過 

 ⑴ 令和７年１月29日 訴えの提起 

 ⑵ 令和７年４月17日 第１回口頭弁論 

 ⑶ 令和７年６月５日 第２回口頭弁論 

 ⑷ 令和７年６月11日 請求額のうち訴訟物の価額である126万0000円支払 
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⑸ 令和７年６月20日 遅延損害金1万2117円支払 

⑹ 令和７年６月23日 被告代理人へ取下書送付 

⑺ 令和７年６月26日 被告代理人から取下書の押印版受領 

⑻ 令和７年６月26日 東京簡易裁判所に取下書提出 

 



 

 

 

Web口座振替受付サービスについて 

 

収納対策課  

 

１ 概要 

  現在、本区の特別区民税・都民税・森林環境税や国民健康保険料等の口座振替手

続きは、窓口と郵送で行うことができるが、新たにパソコンやスマートフォンから

インターネットを利用して手続きができる、Web口座振替受付サービスを導入するも

の 

 

２ 対象の債権 

特別区民税・都民税・森林環境税（普通徴収） 

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(普通徴収) 

保育園保育料（公立延長料）、学童保育クラブ使用料（公立） 

 

３ 対象金融機関（予定） 

  90行（都市銀行５行、地方銀行22行、その他銀行４行、労働金庫１行、 

信用金庫28行、信用組合15行、農業協同組合15行） 

 

４ 開始時期 

  令和７年10月１日（水） 

 

５ 周知方法 

  広報かつしか、区公式ホームページ、各種ＳＮＳ、案内ポスター、電光掲示板 

（２階区民ホール）により周知する。 
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令和６年度都民税及び森林環境税過少払込みに係る精算措置 

及びシステム事業者への対応について 

 

税務課 

 

１ 都民税・森林環境税の払込み 

（１） 概要 

令和６年度の特別区民税等歳入調定事務において、システム上の処理誤り及び

その後の確認不足により、本来、令和６年度の都民税・森林環境税として東京都

に払い込むべき57,581,629円が、特別区民税に多く収入した状態となっている。

このため、当該払込額を東京都に払い込む必要がある。 

（２） 対応方針 

この払込額は、令和６年度の特別区民税として歳入しており、令和６年度決算

額として確定している。このため、東京都に払い込むための歳出予算を令和７年

度の第二次補正予算（案）に計上し、東京都に当該払込額を払い込むこととす

る。 

（３） 予算措置 

57,582千円 

令和７年度第二次補正予算（案）に計上 

（４） 今後の予定 

本年10月に東京都への払込みを予定している。 

 

２ システム事業者への対応 

（１） 概要 

今回の事務処理誤りの契機となったのは、日本電気株式会社（以下「システム

事業者」という。）が提示した処理手順に誤りがあったことである。システム事業

者からの報告によって経緯を確認し、庁内においてシステム事業者への対応につ
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いて協議した。本件は、区政に対する信頼を損ないかねない重大な事案と改めて

認識し、システム事業者に対し、令和７年８月27日付で再発防止策を求める申入

書を送付した。 

（２） 今後の対応方針 

この申入書に基づき、再発防止策について具体的に協議を進める。今後の対応

については、システム事業者からの回答や今後の対応状況を踏まえ、慎重に検討

していく。また、システム事業者との日常的なコミュニケーションを一層強化

し、情報共有の密度を高め、重要な処理手順については書面での相互確認を徹底

する。 



 

 

 

定額減税補足給付金（不足額給付）の給付金総額の補正について 

 

   税務課 

 

１ 理由 

定額減税補足給付金（不足額給付）（以下、「不足額給付」という。）の給付金

額については、内閣府から令和６年12月17日に示された物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金制度要綱（以下、「内閣府要綱」という。）に基づき、給付対象者

数及び給付金単価から算出し、令和７年度当初予算に計上したところである。 

しかし、事務処理基準日である令和７年６月10日時点において、デジタル庁が提

供する「不足額給付のための算定ツール（以下、「算定ツール」という。）」を用

いて給付金額を算出した結果、対象者数及び給付金単価が増加したことにより給付

金総額及び事務費が不足する見込みとなった。 

そのため、令和７年度の第二次補正予算（案）への計上を行う。 

 

内閣府要綱及び算定ツールによる給付金額算出結果 

項目 内閣府要綱 算定ツール 差 

給付対象者総数 

（扶養親族含む） 
50,019人 78,500人 28,481人 

給付金単価 17,190円 20,767円 3,577円 

給付金総額 
859,835千円 

（当初予算） 
1,630,220千円 

770,385千円 

（補正予算） 

 

 事務費 

項目 当初予算 算出結果 差 

振込手数料 
4,416千円 

（当初予算） 
6,384千円 

1,968千円 

（補正予算） 
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２ 予算措置 

 772,353千円（給付金770,385千円、事務費1,968千円） 

令和７年度第二次補正予算（案）に計上 



 

 

税務業務における窓口サービス向上及び業務効率化の取組について 

 

税務課 

 

１ 概要 

窓口サービス向上と業務効率化を図るため、税務業務窓口において、以下の２つ

の取組を開始する。 

（１） 申請書作成サービス 

来庁者の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、

在留カード、特別永住者証明書）に記載された氏名、住所等の情報を特別区民

税・都民税申告書及び特別区民税・都民税・森林環境税証明交付申請書に自動で

印字するサービスを導入する。 

手書きによる記入負担や記入ミスを減らすことで、再提出の手間をなくし、利

便性と満足度を向上させる。また、職員の業務負担を軽減し、相談業務等に注力

できる環境を整備することで、窓口業務の効率化を図る。 

（２） 申告事前予約サービス 

住民税申告期間中の窓口混雑を緩和するため、申告手続きの事前予約サービス

を導入する。 

待ち時間を短縮し、区民が都合に合わせて計画的に手続きを進めることで、利

便性と満足度を向上させる。また、申告対応時間を事前に把握することで、適切

な人員配置が可能となり、円滑な窓口運営を通じて職員の負担軽減を図る。 

 

２ 導入開始時期 

令和７年10月１日（水） 

 

３ 周知方法 

広報かつしか、区公式ホームページ、各種ＳＮＳにより周知する。 
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金町区民事務所における納付済み各種保険料等の消失について 

 

戸籍住民課 

 

令和７年７月８日の総務委員会において庶務報告を行った本件について、その後の

進捗を報告するもの 

 

１ 本件に係る納付済みと認めた方への対応 

  個別に文書を郵送し、顛末について報告を行った。 

 

２ 財務会計上の手続き 

令和７年７月29日付けで被害額が収納された歳入科目から各債権へ充当を行った。 

 

３ 職員の処分 

  令和７年７月29日付けで懲戒免職の処分を行った。 

 

４ 遅延損害金 

  被害元金に対する民法第709条に基づく不法行為による遅延損害金として35,861円 

を請求した。 

 

５ 防犯カメラの設置 

  令和７年９月14日に金町区民事務所に防犯カメラの設置を完了した。なお、他の

区民事務所についても９月中に設置を完了する見込みである。 
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亀有地域における観光バス駐車場整備の進捗について 

 

   観光課 

 

１ 趣旨 

亀有地域における観光バス駐車場の整備について、関係機関や亀有香取神社との

協議を踏まえて、整備等の概要案及び今後のスケジュールがまとまったことから、

報告するもの 

 

２ 整備等の概要（案） 

  整備用地及び境内の一部を使用し、観光バス用駐車ます２台分の整備を予定                                            

【整備図面案（平面図）】 

整備用地所在地：葛飾区亀有三丁目42番地 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

庶 務 報 告  Ｎ ｏ .１ 

産 業 観 光 部 

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ８ 日 



３ 今後のスケジュール（予定） 

  設計協議先が東京都第五建設事務所、亀有警察署及び東京電力など多岐にわたる

ため、令和８年８月の完了を目途に設計を行う。 

  令和７年11月～ 設計業務 

令和８年度   整備工事着工 

  ※工事時期については、催事等を踏まえ神社と調整のうえ決定していく。 

 

４ 予算措置 

  令和７年度当初予算        5,590千円 

 令和７年度第二次補正予算（案） △3,990千円 

       令和７年度       1,600千円 

       令和８年度       3,990千円（債務負担行為設定） 

              総額   5,590千円 

 

参考 これまでの主な経過 

   令和６年10月 東京都から整備用地の取得（219.37㎡） 

   令和７年３月 車両軌跡の検討及び測量の実施 

       ９月 亀有香取神社との協定締結 



 

 

 

 

投票所の移転について 

 

選挙管理委員会事務局 

 

１ 概要 

第８投票所だった旧木根川小学校は、渋江小学校との学校統合による既存校舎解

体工事により使用できないため、令和７年４月の選挙以降、中川中学校に投票所の

移転を行った。しかしながら、前投票所の旧木根川小学校近くの公共施設であり、

第８投票区域のほぼ中心に位置する東四つ木地区センターに投票所を設置する要望

も地域からあったが、５月から９月まで全面改修工事があり、投票所の設営は困難

な状況であった。 

そしてこのたび、全面改修工事が終了する見込みがたち、投票所の設営が可能と

なったことから、有権者の利便性向上を図るため、東四つ木地区センターに第８投

票所を移転するもの 

 

２ 投票所の移転先 

（１）移転先 東四つ木地区センター 

（２）所在地 東四つ木一丁目20番４号 
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第８投票区の投票区域 

東四つ木一丁目１～21番及び 

東四つ木三丁目１～48番 



   

 

３ 移転時期 

令和７年10月以降の選挙から移転する。 

 

４ 周知について 

令和７年 ９月   総務委員会にて庶務報告 

          東四つ木地区連合町会に個別説明 

10月以降 該当投票区域の約3,000世帯に対し周知チラシを全戸配布 

 

 

 

 

 

 

 



№ 氏　　名 備　　　考

1 今　井　直　紀

2 泉　山　省　吾

3 　総務部 総務課長 佐　藤　秀　夫 総務部参事

4 〃 総合庁舎推進担当課長 五十嵐　　徹

5 〃 総合庁舎技術担当課長 寺　﨑　　諭

6 〃 秘書課長 小野塚　正　浩

7 〃 広報課長　兼務　すぐやる課長 宅　間　大　介

8 〃 人権推進課長 筧　　　美　紀

9 〃 人事課長 竹　田　　信

10 〃 契約管財課長 疋　田　博　之

11 〃 収納対策課長 伊　東　由　希

12 〃 税務課長 浅　野　和　成

13 〃 副参事（法規担当） 金　子　宰　慶

職　　　　　名

総務部長

　総合庁舎整備担当部長

総務部 幹部職員名簿

令和7年9月16日
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